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（前文） 

  独立行政法人通則法第三十一条第一項により、独立行政法人科学技術振興機

構（以下「機構」という。）の平成 19 年度の業務運営に関する計画を次のとお

り定める。 

 

Ⅰ国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためにとるべき措置 

 

【全体的事項】 

イ．内外の研究動向等の調査・分析機能を強化するとともに、文部科学省

等国の政策立案部門と連携を図り、次年度の新規施策の提案、新規事業

の形成など機構の業務戦略の企画立案を行う。 

 

ロ．機構の事業内容及び成果について継続的・体系的に把握し、事業運営

に適切に反映させるとともに、可能な限り定量的に国民に分かりやすい

形で報道発表やホームページ・ポータルサイト、シンポジウム等を通じ

て積極的に情報発信する。また、国内外科学技術政策、研究開発動向等

の科学技術に関する情報を、専門家のみならず、広く一般国民の視点に

立ち、分かりやすく取りまとめ、提供する。また、機構の財務内容等の

一層の透明性を確保する観点から、決算情報・セグメント情報の公表を

引き続き行う。 

 

ハ．機構の各事業において、外部有識者・専門家により事業目的に応じた

明確な基準に基づいて厳格に事前評価、中間評価、事後評価及び追跡評

価を実施する。また、事業運営全般について外部有識者の参画を得て、

前年度及び前期中期目標期間の業務実績に対する自己評価を実施する。

評価結果は事業運営等に適切に反映させ、機構における PDCA サイクル

を実施する。評価の方法、基準及び結果はインターネット等により積極

的に公開し、国民への説明を積極的に行う。さらに、外部有識者・専門

家からの助言や機構が提供するサービスのユーザー等の多様な関与者

との対話等をもとに事業運営の改善を進める。 

 

ニ．総合科学技術会議及び文部科学省の方針を踏まえ、競争的資金制度を

所管する関係府省で構築する研究開発管理システムを活用した研究費

の不合理な重複及び過度の集中の排除、告発窓口を含む研究機関等に対

する監査体制の確立や応募制限等による研究費の不正使用及び不正受
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給並びに研究上の不正の防止対策を強化するとともに、公正で透明性の

高い審査体制の確立と実施、間接経費の拡充、研究現場を調査し研究費

の執行状況を把握する体制の整備、研究資金の効率的・弾力的運用等の

競争的資金等に係る制度改革を推進する。 

 

ホ．各事業の実施に当たっては、わが国全体として最大限の成果が上がる

ことを目的として、他の資金配分機関との連携による大学等の成果展示

会の開催、地域における科学技術関連機関との情報交換等、関連する事

業を実施している機関との適切な連携・協力関係を構築する。 

 

ヘ．研究開発戦略の企画・立案機能を活用して、機構としての国際戦略を

年内を目途に策定し、着実に実施する。 

 

ト．女性研究者の活躍促進を図るため、機構業務に係る男女共同参画推進

計画を年度前半に策定し、これを推進する。また、課題評価等の機構業

務の実施に当たっては、女性研究者のみならず、若手研究者、外国人研

究者等多様な人材の活用を図る。 

 

チ．事業の推進に当たっては、本計画で定めている数値目標の達成が目的

化して各々の事業の趣旨が忘れられることのないように留意する。特に、

イノベーションの創出に資する研究成果を得る等を目標とする事業に

ついては、既存の技術体系を打破するような知識を創出することにより

新たな価値を産み出していくという機構が果たすべき役割を十分に踏

まえて推進する。 
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【個別事項】 

 １．新技術の創出に資する研究 

（１）戦略的な基礎研究の推進 

ⅰ．研究領域の設定及び研究課題の選考 

イ．機構は、文部科学省から通知を受けた戦略目標については、原則とし

て、研究領域及びその研究領域の研究総括を、外部有識者・専門家の参

画による事前評価を経て、次年度第 1四半期に公募が可能となるよう適

切な時期までに決定する。なお研究総括自ら研究を実施する場合の研究

領域とその研究総括については概ね年内を目処に決定する。研究領域に

ついてはイノベーション創出に資する領域を、研究総括については指導

力、洞察力、研究実績等の総合的な視点から卓越した人物を選定する。

事前評価においては、必要に応じて海外の有識者・専門家の参画を図る。 

ロ．今年度の新規研究課題の公募を行う平成 17～18 年度に発足した 17 研

究領域及び今年度新規発足領域において、第 1四半期に新規研究課題の

募集を行う。募集に当たって、研究総括は研究課題の選考及び研究領域

の運営に当たっての方針を募集要項において明らかにし、研究提案の公

募を行う。研究領域の趣旨に合致し、独創的で大きなインパクトが期待

できる研究提案であるかという視点から研究総括及び領域アドバイザ

ーが事前評価を行い、研究費の不合理な重複や過度の集中を排除するた

め関係府省との情報交換を行った後、採択課題を決定する。 

ハ．機構は、研究領域の特色を活かした領域運営形態を構築するとともに、

新規課題の採択決定後速やかに研究に着手できるよう、事業実施説明会

の開催、研究計画の策定や研究契約の締結等に係る業務を迅速に行う。 

 

ⅱ．研究の推進 

イ．機構は、継続 76 領域、537 課題については年度当初より、また新規研

究課題及び研究総括が自ら研究を実施する新規研究領域については年

度後半から研究を実施する。その際、研究総括と研究者との間で密接な

意思疎通を図り、研究総括のマネジメントの下、戦略目標の達成に向け

て効果的に研究を推進し、その成果に基づく知的財産の形成に努める。 

ロ．機構は、研究費が有効に使用されるように研究の進捗及び研究費の使

用状況を把握し、柔軟かつ弾力的な研究費配分を行う。その際、機構が

選任する有識者による研究費使用状況等の調査に基づく所見を参考と

する。 

ハ．機構は、総合科学技術会議及び文部科学省のガイドライン等を踏まえ、

研究費の不正使用及び不正受給並びに研究上の不正防止に向けた体制
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を整備する。また、研究費の執行を委託する研究機関に対し研究費の管

理・監査体制の整備を求めるとともに、研究費の不正使用及び研究上の

不正行為に対する応募制限等の措置について研究者等に周知し、不正防

止に努める。さらに、機構が選任する有識者が研究費の使用状況等を調

査する体制を整備するとともに、研究費の費目間流用や委託研究契約の

複数年度契約による繰越等、研究進捗を踏まえた弾力的な予算執行を可

能とするための措置を講じる。 

ニ．機構は、研究活動の効果的推進と男女共同参画の取組の一環として、

当該事業で実施する研究に参画しライフイベント（出産・育児・介護）

に直面している研究者の支援を目的に、当該研究者の研究促進または負

担軽減のための研究費支援等の取組を実施する。 

ホ．機構は、事業推進に当たって、海外人材の活用、海外機関との協力、

研究成果の国際発信等、国際化への取組みを進める。 

 

ⅲ．評価と評価結果の反映・活用 

イ．機構は、平成 16 年度または平成 17 年度採択の研究期間が５年以上の

研究課題（44 課題）、及び平成 15 年度または平成 16 年度発足の研究期

間が５年以上の研究課題を含む研究領域（８領域）について、外部有識

者・専門家の参画による中間評価を実施し、評価結果をその後の資金配

分や研究計画の変更等に反映させる。また、今年度に終了する研究課題

（170 課題）及び研究領域（19 領域）について、外部有識者・専門家の

参画による事後評価を実施し、研究領域の評価結果については、中期計

画の目標値との比較検証を行い、必要に応じて評価結果を事業の運営に

反映させる。 

ロ．機構は、研究終了後５年程度経過した６研究領域の研究課題を対象に、

科学技術的、社会的、経済的波及効果を検証するため、外部有識者・専

門家による追跡評価を実施し、必要に応じて事業の運営に反映させる。 

ハ．評価結果については、報告書として取り纏め次第、速やかにホームペ

ージ等を活用し、公表する。 

ニ．機構は、論文被引用回数、国際的な科学賞の受賞数、招待講演数等の

定量的指標を活用し、本事業における研究が国際的に高い水準にあるこ

とを検証し、必要に応じて事業の運営に反映させる。 

ホ．機構は、イノベーションの創出に資すると期待できる研究成果につい

て、機構の技術移転制度等を積極的に活用して展開を促進し、前年度に

終了した 13 研究領域を対象に、成果の発展・展開を目指す他制度での

採択、民間企業との共同研究の実施、得られたソフトウェア・データベ
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ースの利用等の成果の展開が行われたかを調査し、中期計画の目標値と

の比較検証を行い、必要に応じて結果を事業の運営に反映させる。 

 

ⅳ．成果の公表・発信 

イ．機構は、研究内容、研究成果に係る論文発表、口頭発表、特許出願の

状況及び成果の社会・経済への波及効果等について把握するとともに、

研究成果について報道発表、インターネット、メールマガジン、一般向

けシンポジウム等を活用して、わかりやすく社会に向けて情報発信する。 

ロ．機構は、研究者に対する事業実施説明会をはじめとする関係の会議等

を通じて、研究者自らも社会に向けて研究内容やその成果について情報

発信するよう促す。 

 

（２）社会技術研究開発の推進・成果展開 

ⅰ．研究開発領域の設定及び研究開発課題の選考 

イ．機構は、社会における関与者ネットワークの構築を支援するための具

体的な枠組みを検討する。また、社会技術研究開発に係る動向調査及び

新規研究開発領域の事前調査等を行うフェローを設置し、来年度以降の

新規研究開発領域の設定に向けて、社会が抱える具体的な問題に関する

調査・分析を行う。 

ロ．機構は、前年度中に実施した関与者を交えたワークショップ等におけ

る検討、並びに、新規研究開発領域及び領域総括の事前評価を踏まえ、

年度当初に新規研究開発領域の設定及び領域総括の選定を行う。 

ハ．領域総括は、研究開発領域の運営及び研究開発課題の選考に当たって

の方針を明らかにし、外部有識者・専門家の参画により透明性と公平性

を確保した上で、研究開発領域の趣旨に合致し、現実の社会問題解決に

資する具体的な成果が見込まれる提案であるかという視点から 研究開

発課題の事前評価を行う。選考に当たっては、不合理な重複や過度の集

中を排除するよう留意する。 

 

ⅱ．研究開発の推進 

イ．継続課題 32 課題については年度当初より研究開発を実施し、うち終了

課題 10 課題については年度末で終了する。また、新規課題については、

年度後半より研究開発を実施する。計画型研究開発２テーマは、年度当

初より研究開発を推進し、うち１テーマについては年度末で終了する。

いずれも、領域総括のマネジメントの下、領域の研究開発目標達成に向

けて効果的・効率的に研究開発を推進し、課題実施者自ら研究開発成果
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の社会への活用・展開を図る。 

ロ．機構は、研究費が有効に使用されるように、研究の進捗及び研究費の

使用状況を把握し、柔軟かつ弾力的な研究費配分を行う。 

ハ．機構は、総合科学技術会議及び文部科学省のガイドライン等を踏まえ、

研究費の不正使用及び不正受給並びに研究上の不正防止に向けた体制

を整備する。 

 

ⅲ．評価と評価結果の反映・活用 

イ．機構は、平成 16 年度採択で研究期間が５年間の６課題について、外部

有識者・専門家の参画による中間評価を第１四半期を目途に着手し、評

価結果を以後の研究計画に反映させる。また、当該課題を含む研究開発

領域の中間評価も実施し、必要に応じて評価結果を事業の運営に反映さ

せる。 

  平成 19 年度に終了する平成 16 年度採択課題 10 課題、及び計画型研究

開発１テーマについて、現実社会の問題解決に資する十分な成果が得ら

れたかとの視点から外部有識者・専門家の参画による事後評価を第４四

半期を目途に着手し、結果がまとまり次第中期計画の目標値との比較検

証を行い、必要に応じて評価結果を事業の運営に反映させる。 

ロ．機構は、平成 16 年度に終了した平成 13 年度採択研究開発課題の追跡

調査に着手する。 

 

ⅳ．成果の公表・発信・活用 

イ．機構は、研究開発の内容、研究開発の成果、その成果の活用状況及び

その社会・経済への波及効果について把握し、主催する社会技術フォー

ラムや領域シンポジウム、ホームページなどを通して、わかりやすく社

会に向けて情報発信する。 

ロ．機構は、関与者ネットワークの活用などを通して、研究開発成果の社

会への活用及び展開を図る。 

ハ．機構は、課題実施者自らも、社会に向けて研究内容やその成果につい

て情報発信するよう促す。 

 

ⅴ．社会技術研究開発の成果の活用・展開 

イ．機構は、社会問題の解決に資する研究開発の成果を社会において広く

活用・展開する有効な取組みについて、公募をもとに支援する枠組みを

検討し、実施する。 

ロ．機構は、現実の社会問題の解決に資するかという視点から、外部有識
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者・専門家の参画により透明性と公平性を確保した上で、支援する取組

みの事前評価を行う。 

 

（３）対人地雷探知・除去技術の研究開発の推進 

ⅰ．研究開発の推進 

イ．機構は、研究開発全体を統括する研究総括を置き、その下に産学官か

らなる研究開発チームを組織して、地雷探知機の試作機を開発する。 

ロ．研究総括及び研究代表者は、地雷被埋設国のニーズを把握しながら、

試作機の性能向上を目指し効果的なマネジメントを行う。 

ハ．本事業は今年度において、10 月末に終了する研究課題(４課題)の事後

評価を行う。また、これまでの事業成果を取りまとめ評価を実施し終了

する。 

 

ⅱ．研究開発の評価 

イ．機構は、これまでの事業運営と研究成果について、科学技術上の意義

及び現地ニーズに対する的確な対応等の視点から、外部有識者・専門家

による評価を年度末までに実施し、その結果を速やかに公表する。 

ロ．地中レーダを用いた技術については、中期計画上の目標値と比較検証

を行う。 

ハ．火薬を探知する技術については、中期計画上の目標値と比較検証を行

う。 

 

ⅲ．成果の公表・発信 

イ．機構は、研究内容、研究成果及びその国際社会への波及について把握

し、報道発表、インターネット、メールマガジン、一般向けシンポジウ

ム等を活用して、わかりやすく社会に向けて情報発信する。 

 

（４）革新的技術開発研究の推進 

ⅰ．研究の推進 

イ．機構は、公募により選定した民間企業の有する革新性の高い独創的な

シーズである継続課題 46 課題については年度当初から効果的な研究を

推進する。その際、プログラムオフィサーのマネジメントの下、外部有

識者・専門家による進捗状況の確認、指導・助言を活用して、安全・安

心で心豊かな社会の実現等に関連する技術への育成に向けて、その成果

に基づく知的財産の形成に努める。 

ロ．機構は、研究費が有効かつ効率的に使用されるよう、研究の進捗及び
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研究費の使用状況を把握し、柔軟かつ弾力的な研究費配分を行う。 

ハ．機構は、総合科学技術会議及び文部科学省のガイドライン等を踏まえ、

研究費の不正使用及び不正受給並びに研究上の不正防止に向けた体制

を整備する。 

 

ⅱ．評価と評価結果の反映・活用 

イ．機構は、前年度に終了した研究開発課題 25 課題について、外部有識者・

専門家の参画による事後評価を、技術開発目標の達成度、企業化につな

がる可能性、新産業及び新事業創出の期待度の視点で第２四半期に実施

し、中期計画の目標値と比較検証を行い、必要に応じて評価結果を事業

の運営に反映させる。 

ロ．機構は、平成 17 年度に終了した研究開発課題４課題について科学技術

的、社会的及び経済的波及効果を検証するために追跡評価を第３四半期

に実施し、中期計画の目標値と比較検証を行い、事業の検証を行う。 

 

ⅲ．成果の公表・発信 

イ．機構は、研究内容、研究成果、特許出願状況、研究終了後の市場投入

に向けた状況及び、社会・経済への波及効果について把握し、知的財産

権の保護に配慮しつつ、インターネット、一般向けシンポジウム等を活

用して、わかりやすく社会に向けて情報発信する。 

 

（５）先端計測分析技術・機器の研究開発の推進 

ⅰ．開発課題の選考 

イ．今年度新規開発課題の公募に関して、前年度から引き続き年度当初ま

で公募を行い、外部有識者・専門家の参画により透明性と公平性を確保

した上で、挑戦的な研究開発課題の採択を目指し事前評価を行い、採択

候補課題を上半期中に決定する。選考に当たっては開発費の不合理な重

複や過度の集中を排除するため関係府省との情報交換を行い、採択課題

を決定する。また、次年度新規開発課題の公募に関しては、文部科学省

が特定し、通知を受けた開発領域及び選考に当たっての方針を公募要領

上明らかにし、公募を行う。 

ロ．機構は、採択した開発課題について、開発実施計画の策定、事業実施

説明会の開催、委託契約の締結等を行い、速やかに開発に着手できるよ

う措置する。 

 

ⅱ．開発の推進 

 8



イ．機構は、継続 53 課題については年度当初より、新規課題については年

度後半から研究を推進する。その際、開発総括のマネジメントの下、将

来の創造的・独創的な研究開発に資する先端計測分析技術・機器の創出

に向けて効果的に開発を推進し、その成果に基づく戦略的な知的財産の

形成に努める。 

ロ．機構は、開発費が有効に使用されるよう、開発の進捗及び開発費の使

用状況を把握し、柔軟かつ弾力的な開発費配分を行う。 

ハ．機構は、総合科学技術会議及び文部科学省のガイドライン等を踏まえ、

開発費の不正使用及び不正受給並びに開発上の不正防止に向けた体制

を整備する。 

 

ⅲ．評価と評価結果の反映・活用 

イ．機構は、平成 17 年度及び前年度に採択した課題のうち 13 課題につい

て、外部有識者・専門家による中間評価を実施し、評価結果を、優れた

課題への絞り込み、開発のその後の資金配分、事業の運営に反映させる。 

ロ．機構は、前年度に終了した要素技術開発の４課題について、開発成果

の達成状況等を検証するため、外部有識者・専門家の参画により課題の

事後評価を実施し、中期計画の目標値との比較検証を行い、必要に応じ

て評価結果を事業の運営に反映させる。 

ハ．機構は、今年度に行う中間評価及び事後評価の結果について、報告書

として取り纏め、ホームページ等を活用し、公表する。 

 

ⅳ．成果の公表・発信 

イ．機構は、本事業の開発成果に係る論文発表、口頭発表、特許出願の状

況、開発内容、開発成果を把握するとともに、開発成果について報道発

表、インターネットホームページ、公開シンポジウム、分析機器展示会

等を活用して、戦略的な知的財産等の保護に配慮しつつ、わかりやすく

社会に向けて情報発信する。 

ロ．機構は、チーム内の開発会議や事業実施説明会等において、開発実施

者に対して自らも社会に向けて開発内容やその成果について、戦略的な

知的財産等の保護に配慮しつつ情報発信するよう促す。 

 

（６）研究開発戦略の立案 

ⅰ．研究開発戦略の立案と活用 

イ．研究開発戦略センターは、研究者等へのインタビュー等により、国内

外の科学技術政策及び研究開発の動向、社会的・経済的ニーズ等の調
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査・分析を行う。 

ロ．研究開発戦略センターは、科学技術未来戦略ワークショップ等を開催

し、研究者、技術者、政策担当者を始めとする広範な関係者の参加を得

て、今後の研究開発の方向性に関する意見の形成と集約を図る。これら

を踏まえて、今後わが国にとって必要となる研究開発領域、研究開発課

題及び研究開発システムについて戦略プロポーザル等としてとりまと

め提案する。また、これらの成果をもとに戦略的創造研究推進事業にお

いて重点的に推進すべき研究開発領域等について文部科学省に提案を

行う。 

ハ．中国総合研究センターは、日中科学技術協力を促進するため重要科学

技術政策や研究開発動向について研究会等を開催する等により調査・分

析を行う。また、国内外関連機関と連携し、中国における重要性の高い

刊行物等について記事をデータベース化し、収録記事を 10 万件規模に

拡充し、提供する。 

ニ．研究開発戦略センター及び中国総合研究センターは、機構が重点的に

推進すべき研究開発領域等の企画・立案に活用されるよう、関連部署に

得られた成果を提供する。機構は、これらの成果を、戦略的創造研究推

進事業や戦略的国際科学技術協力推進事業等において重点的に推進す

べき研究開発領域等の企画・立案に活用する。 

 

ⅱ．評価と評価結果の反映・活用 

イ．研究開発戦略センターは、アドバイザリー委員会において、提案した

研究開発領域、研究開発課題及び研究開発システムの妥当性、検討過程

の合理性並びに情報発信の妥当性について評価等を行い、評価結果を事

業の運営に反映させる。 

ロ．中国総合研究センターは、アドバイザリー委員会において、調査・分

析及び情報発信の妥当性について評価等を行い、評価結果を事業の運営

に反映させる。 

 

ⅲ．成果の公表・発信 

イ．研究開発戦略センターは、戦略プロポーザル、科学技術未来戦略ワー

クショップ等の報告書や情報を政府関係機関等に提供するとともに、ホ

ームページを活用し発信する。 

ロ．中国総合研究センターは、調査・分析結果等をホームページやメール

マガジンを活用し外部に発信するとともに、わが国の科学技術政策等の

情報を中国向けホームページにて中国語で発信する。 
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ハ．研究開発戦略センターは、自らが行った提案の活用状況を把握し、ホ

ームページを活用して情報発信する。 

 

２．新技術の企業化開発 

（１）産学の共同研究によるイノベーションの創出 

①産学で育成すべきシーズの顕在化 

ⅰ．シーズ候補を見出す機会の提供 

イ．機構は、大学及び公的研究機関（以下「大学等」という。）に潜在する

シーズ候補を産業界の視点で見出す機会を提供するため、大学等と協力

した企業向けの研究発表会を随時開催する。 

 

ⅱ．研究開発課題の選考 

イ．機構は、産学で育成すべきシーズを顕在化させる目的で産と学が共同

で提案する研究開発課題（顕在化ステージ課題）について、年度前半に

３回の公募を行い、のべ半年以上の公募期間を設定する。 

ロ．機構は、研究開発リスクが高く産学双方に挑戦的な研究開発課題につ

いて、課題の独創性、産学共同での研究体制の妥当性、イノベーション

の創出等の視点から、外部有識者・専門家の参画により透明性と公平性

を確保した研究開発課題の事前評価を行う。選考に当たり、機構は研究

費の不合理な重複や過度の集中を排除するため関係府省との情報交換

を行った後、速やかに 110 課題程度を採択する。 

ハ．機構は、事前評価結果を受けて、当該研究開発課題を速やかに研究開

発に着手できるよう、研究開発環境の整備を行う。 

 

ⅲ．研究開発の推進 

イ．機構は、継続 178 課題については年度当初より、新規課題については

採択後速やかに研究開発を推進する。その際、採択の時期にかかわらず

１年間の研究開発期間が確保されるように配慮する。また、プログラム

オフィサーのマネジメントの下、シーズの顕在化に向けて効果的に研究

開発を推進し、その成果に基づく知的財産の形成に努める。今年度新規

課題については、第３四半期までに研究開発を開始する。また継続課題

178 課題については第３四半期までに終了する。 

ロ．機構は、研究費が有効に使用されるように、研究開発の進捗を把握し、

効果的・効率的に研究開発を推進する。 

ハ．機構は、総合科学技術会議及び文部科学省のガイドライン等を踏まえ、

研究費の不正使用及び不正受給並びに研究上の不正防止に向けた体制
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を整備する。 

 

ⅳ．評価と評価結果の反映・活用 

イ．機構は、前年度に採択した研究開発課題 186 課題について、年度内に

研究開発目標の達成度及び新産業創出等の視点から外部有識者・専門家

の参画により、課題の事後評価を実施し、育成ステージに応募した課題

を把握することにより中期計画の目標値と比較検証を行い、必要に応じ

て評価結果を事業の運営に反映させる。 

 

ⅴ．成果の公表・発信 

イ．機構は、研究開発の内容、研究成果の発表状況や特許の出願状況につ

いて把握し、知的財産権の保護に配慮しつつ、インターネット等を活用

して、わかりやすく社会に向けて情報発信する。 

ロ．機構は、論文発表、報道発表等を通じて研究者自らも社会に向けて研

究内容やその成果について情報発信するよう促す。 

 

②産学のマッチングファンド形式によるシーズの育成 

ⅰ．研究開発課題の選考 

イ．機構は、産学のマッチングファンド形式により顕在化したシーズを発

展させる研究開発課題（育成ステージ課題）について、前年度採択の顕

在化ステージ課題も応募できるよう配慮し、年度前半の適切な時期に課

題公募を行う。 

ロ．機構は、研究開発リスクが高く産学双方に挑戦的な研究開発課題につ

いて、課題の独創性、産学共同での研究体制の妥当性、イノベーション

創出等の視点から、外部有識者・専門家の参画により透明性と公平性を

確保した研究開発課題の事前評価を行う。選考に当たり、機構は研究費

の不合理な重複や過度の集中を排除するため関係府省との情報交換を

行った後、第３四半期までに８課題程度を採択する。 

ハ．機構は、研究開発課題選考後速やかに研究開発に着手できるよう、研

究開発環境の整備を行う。 

 

ⅱ．研究開発の推進 

イ．機構は、継続 10 課題については年度当初より、新規課題については採

択後速やかに研究開発を推進する。その際、プログラムオフィサーのマ

ネジメントの下、顕在化したシーズの育成に向けて、産学のマッチング

ファンド形式で効果的に研究開発を推進し、その成果に基づく知的財産
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の形成に努める。 

ロ．機構は、研究費が有効に使用されるよう、研究開発の進捗状況及び研

究費の使用状況を把握し、柔軟かつ弾力的な研究費配分を行う。 

ハ．機構は、総合科学技術会議及び文部科学省のガイドライン等を踏まえ、

研究費の不正使用及び不正受給並びに研究上の不正防止に向けた体制

を整備する。 

 

ⅲ．評価と評価結果の反映・活用 

イ．今年度は研究開発中で終了課題がないため事後評価は実施されないが、

中期計画の目標値に対して、研究開発の進捗状況から達成見込みに関す

る状況を把握し、必要に応じて事業の運営に反映させる。 

 

ⅳ．成果の公表・発信 

イ．機構は、論文発表、報道発表等を通じて研究者自らも社会に向けて研

究内容やその成果について情報発信するよう促す。 

 

（２）大学等の独創的なシーズを基にした企業化の推進 

①大学発ベンチャー創出の推進 

ⅰ．研究開発課題の選考 

イ．機構は、大学等の研究開発成果に基づきベンチャー企業の起業及び事

業展開に必要な研究開発課題について次年度課題分を第４四半期に公

募する。 

ロ．機構は、今年度課題の新規採択に向けて、前年度に応募のあった挑戦

的な研究開発課題について、研究開発計画の妥当性、事業計画の妥当性

等の視点から、外部有識者・専門家の参画により、透明性と公平性を確

保した事前評価を第１四半期に行う。選考に当たり、機構は研究費の不

合理な重複や過度の集中を排除するため関係府省との情報交換を行っ

た後、15 件程度の新規課題を採択する。 

ハ．機構は、事前評価結果を受けて、当該課題を速やかに研究開発に着手

できるよう、研究環境の整備を行う。 

 

ⅱ．研究開発の推進 

イ．機構は、継続課題 51 課題については年度当初から、新規課題について

は第２四半期から研究開発を推進する。その際、プログラムオフィサー

のマネジメントの下、大学発ベンチャー創出推進に向けて効果的に研究

開発を推進し、その成果に基づく知的財産の形成に努める。 
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ロ．機構は、研究費が有効に使用されるように、研究開発の進捗状況及び

研究費の使用状況を把握し、柔軟かつ弾力的な研究費配分を行う。 

ハ．機構は、総合科学技術会議及び文部科学省のガイドライン等を踏まえ、

研究費の不正使用及び不正受給並びに研究上の不正防止に向けた体制

を整備する。 

 

ⅲ．評価と評価結果の反映 

イ．機構は、前年度に終了した研究開発課題 11 課題について、研究開発計

画の達成度、事業計画の妥当性等の視点から外部有識者・専門家の参画

により課題の事後評価を年度前半に実施し、必要に応じて事業の運営に

反映させる。 

ロ．機構は、平成 15 年度以降に採択された課題のうち、研究開発期間終了

後１年以上を経過した 13 課題を対象に、起業に至る課題の割合を調査

し中期目標値と比較検証を行い、必要に応じて事業の運営に反映させる。 

 

ⅳ．成果の公表・発信 

イ．機構は、研究内容、研究成果、研究開発課題から起業したベンチャー

企業の事業の内容及び業績等の社会・経済への波及効果について把握し、

知的財産の保護に配慮しつつ、報道発表、インターネット、一般向けシ

ンポジウム等を活用して、わかりやすく社会に向けて情報発信する。 

ロ．機構は、論文発表、報道発表等を通じて研究者自らも社会に向けて研

究開発内容やその成果について情報発信するよう促す。 

 

②研究開発型中堅・中小企業の新技術構想の具現化 

ⅰ．研究開発課題の選考 

イ．機構は、大学等の研究開発成果に基づいた研究開発型中堅・中小企業

の有する新技術構想を具現化するための研究開発課題について次年度

課題分を第４四半期に公募する。 

ロ．機構は、今年度課題の新規採択に向けて、前年度に応募のあった挑戦

的な研究開発課題について、研究開発課題の新規性、新産業創出の効果、

研究開発課題の目標の妥当性等の視点から、プログラムオフィサーをは

じめとする外部有識者・専門家の参画による研究開発課題の事前評価を

年度当初に行い、研究費の不合理な重複や過度の集中を排除するため関

係府省との情報交換を行った後、15 課題程度を採択する。 

ハ．機構は、事前評価結果を受けて、当該課題を速やかに研究に着手でき

るよう、研究開発環境の整備を行う。 
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ⅱ．研究開発の推進 

イ．機構は、プログラムオフィサーのマネジメントの下、大学等の研究開

発成果に基づいた研究開発型中堅・中小企業の有する構想の具現化に向

けて効果的に研究開発を推進するとともに、その成果に基づく知的財産

の形成に努める。 

ロ．機構は、研究費が有効に使用されるように、研究開発の進捗状況及び

研究費の使用状況を把握し、柔軟かつ弾力的な研究費配分を行う。 

ハ．機構は、総合科学技術会議及び文部科学省のガイドライン等を踏まえ、

研究費の不正使用及び不正受給並びに研究上の不正防止に向けた体制

を整備する。 

 

ⅲ．評価と評価結果の反映・活用 

イ．機構は、前年度に終了した研究開発課題 20 課題について、課題の目標

の達成度、知的財産権の取得、企業化につながる可能性、新産業及び新

事業創出の期待度等の視点から、外部有識者・専門家の参画により、課

題の事後評価を第２四半期に実施し、必要に応じて事業の運営に反映さ

せる。 

ロ．機構は、終了後３年が経過した課題 11 課題を対象に、達成すべき成果

の状況について追跡評価を第４四半期に実施し、中期計画の目標値と比

較検証を行い、必要に応じて事業の運営に反映させる。 

 

ⅳ．成果の公表・発信 

イ．機構は、研究開発の内容、成果、研究開発終了後の研究開発継続状況

や企業化状況及びその社会・経済への波及効果について把握し、知的財

産の保護に配慮しつつ、インターネット、一般向けシンポジウム等を活

用して、わかりやすく社会に向けて情報発信する。 

 

③委託開発の推進 

ⅰ．開発課題の選考 

イ．機構は、大学等の研究開発成果のうち、開発リスクが高く企業化が困

難なものを企業等のポテンシャルを活用して企業化開発を推進するた

め、公募説明会等を広く行って、制度説明を十分に行うことで、潜在的

な課題の応募を促すとともに、開発課題を公募する。 

ロ．機構は、今年度の新規採択課題については、前年度及び今年度にかけ

て２回の募集を実施し、応募のあった挑戦的な開発課題について、年度
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前半と後半に課題の新規性、国民経済上の重要性、開発リスク、市場性

等の視点から、プログラムオフィサー及びアドバイザーが事前評価を行

い、新規課題（10～20 課題程度）を採択する。開発費の不合理な重複や

過度の集中を排除するため、関係府省との情報交換を行う。また、事前

評価を経て、企業化の可能性を見極める必要があるとプログラムオフィ

サーが判断した課題については、フィージビリティスタディー課題とし

て採択する。次年度の課題募集については、第４四半期から実施する。 

ハ．機構は、事前評価結果を受けて、当該開発課題における新技術の所有

者及び開発実施企業と開発委託条件についての調整を行った後、速やか

に開発に着手させる。 

 

ⅱ．開発の推進 

イ．機構は、継続 68 課題については年度当初から、新規課題については採

択後速やかに開発を実施させる。終了予定の 19 課題については終了手

続き又は必要に応じて延長等の手続きを行う。その際、プログラムオフ

ィサーのマネジメントの下、企業化開発の成功に向けて効果的に開発を

推進させるとともに、その成果に基づく知的財産の形成に努める。 

ロ．機構は、開発費が有効に使用されるように、開発の進捗状況及び開発

費の使用状況を把握し、柔軟かつ弾力的な開発費の執行を行う。 

ハ．機構は、総合科学技術会議及び文部科学省のガイドライン等を踏まえ、

研究費の不正使用及び不正受給並びに研究上の不正防止に向けた体制

を整備する。 

 

ⅲ．評価と評価結果の反映・活用 

イ．機構は、今年度に事後評価を行う課題（約 20 課題）について、開発着

手時に設定した成功・不成功の技術的な認定基準に基づき、プログラム

オフィサー及びアドバイザーが開発結果の事後評価を実施し、必要に応

じて評価結果を事業の運営に反映させる。評価結果で開発が成功となっ

た場合、開発実施企業から開発費の返済を求める。 

ロ．開発期間が５年以上の開発課題で今年度に中間評価を行う課題（４課

題）については、プログラムオフィサー及びアドバイザーが中間評価を

行い、評価結果を開発実施計画及び事業の運営に反映させる。 

ハ．機構は、平成９年度以降の開発終了課題製品化率について、中期計画

上の目標値と比較検証を行い、必要に応じて結果を事業の運営に反映さ

せる。 
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ⅳ．開発成果の実施の促進 

イ．機構は、開発が成功した開発課題について、開発実施企業へのヒアリ

ングを行うなどして、成果実施状況を把握する。 

 

ⅴ．成果の公表・発信 

イ．機構は、開発が成功した開発課題の内容、成果及びその成果の展開状

況（製品の販売状況）等の社会・経済への波及効果について把握し、知

的財産の保護に配慮しつつ、報道発表、インターネット、メールマガジ

ン等を活用して、わかりやすく社会に向けて情報発信する。 

 

④ベンチャー企業を活用した企業化開発の推進 

ⅰ．開発課題の選考 

イ．機構は、大学等の研究開発成果について、研究開発型ベンチャー企業

を活用して企業化開発を推進するため、公募説明会を広く行うなどして、

開発課題を公募する。 

ロ．機構は、今年度の新規採択課題については、前年度より募集を実施し、

応募のあった挑戦的な開発課題について、年度前半に、課題の新規性、

国民経済上の重要性、イノベーションの創出の可能性等の視点から、プ

ログラムオフィサー及びアドバイザーが事前評価を行い、新規課題（５

課題程度）を採択する。開発費の不合理な重複や過度の集中を排除する

よう留意する。開発費の不合理な重複や過度の集中を排除するため、関

係府省との情報交換を行う。また、次年度の募集については、第４四半

期から実施する。 

ハ．機構は、事前評価結果を受けて、当該開発課題における新技術の所有

者及び開発実施企業と開発委託条件についての調整を行った後、速やか

に開発に着手させる。 

 

ⅱ．開発の推進 

イ．新規課題については、年度後半より開発を実施する。その際、プログ

ラムオフィサーのマネジメントの下、企業化開発の目標達成に向けて効

果的に開発を推進させるとともに、その成果に基づく知的財産の形成に

努める。 

ロ．機構は、開発費が有効に使用されるように、開発の進捗状況及び開発

費の使用状況を把握し、柔軟かつ弾力的な開発費配分を行う。 

ハ．機構は、総合科学技術会議及び文部科学省のガイドライン等を踏まえ、

研究費の不正使用及び不正受給並びに研究上の不正防止に向けた体制
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を整備する。 

 

ⅲ．評価と評価結果の反映・活用 

イ．今年度は研究開発中で終了課題がないため事後評価は実施されないが、

中期計画の目標値に対して、研究開発の進捗状況から達成見込みに関す

る状況を把握し、必要に応じて事業の運営に反映させる。 

 

（３）技術移転活動の支援 

①特許化の支援 

ⅰ．特許出願の支援 

イ．機構は、海外特許出願を希望する大学等の申請発明に対し目利きを行

い、外部有識者・専門家による審査を通じて、特に企業化の可能性が高

く海外特許出願することがわが国の国益の確保に大きく貢献すると認

められるものを選定し、その海外特許出願を支援する。特許の「質の向

上」を図るため、今年度から制度利用者に対し申請前調査の充実、及び

海外出願費用の一部負担を求める等、運用の改善を図る。 

ロ．機構は、大学からの要請に応じて、特許の質の向上を図るため、大学

等で行き届かない発明者への特許相談・発明評価（特許性の評価等）を

行い、大学の知的財産本部等を支援する。 

 

ⅱ．評価と評価結果の反映・活用 

イ．機構は、海外特許出願支援制度において支援した発明が特許になった

割合（特許化率）の調査、及び特許化支援事業の利用者に対するアンケ

ート調査を実施し、中期計画上の目標値と比較検証を行い、必要に応じ

て結果を事業の運営に反映させる。 

 

ⅲ．成果の公表・発信 

イ．機構は、支援を行った特許の出願後の取得状況、実施許諾状況、共同

研究状況等及びその社会・経済への波及効果について把握し、インター

ネット等を活用して、わかりやすく社会に向けて情報発信する。 

 

②技術移転の促進 

ⅰ．企業ニーズとシーズのマッチング機会の創出 

イ．機構は、大学等及び機構の研究開発成果について、研究開発成果展開

を総合的に支援するデータベース等について、技術情報を随時更新して

公開を行い、また、新技術に関する説明会や展示会の開催回数を増やし、
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企業ニーズとシーズのマッチング機会を充実させる。 

ロ．機構は、大学や企業等からの技術移転に関する質問や相談に対応して、

技術移転を促進させる。 

 

ⅱ．技術移転のための人材育成業務の推進 

イ．機構は、大学等における技術移転活動を担う人材に対し必要な研修を

行って実践的能力向上を図るとともに、参加者の交流を通じた人的ネッ

トワークの構築を支援する。 

 

ⅲ．優れたシーズを次の段階につなげるシステムの構築 

イ．機構は、今年度より、戦略的創造研究推進事業等の各種研究開発事業

の評価の場へ技術移転プランナーなどの目利き人材を参画させること

や、目利き人材と各種事業の運営担当者を連携・協力させることにより、

両者間に優れたシーズに関する情報を共有させる。 

ロ．機構は、各種研究開発事業において生み出された技術シーズを収集し、

優れた課題については、外部有識者を含む目利き人材が、特許性、技術

性、市場性等の関連調査を行い、企業化に向けて不足している情報(追

加データ、特許等の取得必要性、他分野への応用の可能性、条件等)を

示す評価分析を実施する。また、研究開発実施者及び各種事業の運営担

当者に対して、評価分析結果の提示及びそれに基づく助言等を行う。 

 

ⅳ．研究開発成果のあっせん・実施許諾の推進 

イ．機構は、目利き人材や企業等とのネットワークを活用しつつ、大学等

及び機構の研究開発成果の企業化に取り組む企業を探索し、研究開発成

果のあっせん・実施許諾に着実に結びつける。 

 

ⅴ．評価と評価結果の反映・活用 

イ．機構は、あっせん・実施許諾の件数、事業支援対象者のアンケート調

査について、中期計画上の目標値と比較などを行い、必要に応じて結果

を事業の運営に反映させる。 

 

ⅵ．成果の公表・発信 

イ．機構は、企業ニーズとシーズのマッチング、人材研修、優れたシーズ

を次の段階につなげるシステムの構築、研究開発成果のあっせん・実施

許諾の実施状況及びその社会・経済への波及効果について把握し、個別

企業情報の取扱い等に配慮しつつ、インターネットや展示会等を活用し
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て、わかりやすく社会に向かって情報発信する。 

   

（４）地域イノベーションの創出 

①JST イノベーションプラザ・JST イノベーションサテライトを活用した地域

における産学官連携の推進 

ⅰ．事業の推進 

イ．機構は、地域イノベーション創出のための環境を整備するため、JST イ

ノベーションプラザ及び JST イノベーションサテライト（以下「プラザ・

サテライト」という。）を活用し、育成研究等により地域の大学等の独

創的研究成果を企業化に向けて育成するとともに、地域の大学等のシー

ズと地域企業のニーズのマッチングによるコーディネート活動を通じ

て地域における産学官連携を推進する。 

ロ．機構は、既に設置されたプラザ・サテライト毎に、中期目標期間での

中期運営方針を文部科学省と協議して策定する。さらに中期運営方針に

基づく今年度の事業計画を年度当初に策定し、当該事業計画の達成に向

けて、館長のリーダーシップの下、必要に応じて外部有識者・専門家の

意見を踏まえて、事業を推進する。また、機構は事業の進捗状況を把握

し、人員の配置や予算の再配分等に反映させることにより、事業を効率

的に推進する。新たに設置されるサテライトについては、選定後速やか

に中期運営方針と中期運営方針に基づく今年度の事業計画を策定し、事

業を実施する。 

ハ．機構は、文部科学省との協議を踏まえ、今年度新たにサテライトを設

置する地域を募集し、外部有識者・専門家の参画により事前評価を行い、

年度後半に選定する。 

ニ．機構は、プラザ・サテライトに科学技術コーディネータを配置し、技

術動向調査等を通じて地域の大学、企業等における研究ニーズ、シーズ

を探索するとともに、シーズの応用可能性を探る実用化検討につなげる

ほか、大学等の独創的な研究者を中心とした研究会、セミナーをプラ

ザ・サテライトにおいて開催し、コーディネート活動を推進する。コー

ディネート活動の推進に当たっては、他の制度におけるコーディネート

活動従事者との連携を図る。 

ホ．機構は、プラザ・サテライトに、機構各事業のパンフレット、パネル

等の展示を行うとともに、科学技術コーディネータの活動を通じ、事業

紹介を図る。また、機構及び文部科学省の地域における拠点として、国

等の関連施策紹介を随時行うほか、機構の他事業と連携して理解増進活

動等を実施する。 
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ヘ．産学官連携に係わる者を支援するため、産学官連携ポータルサイト、

産学官連携ジャーナル及び産学官連携支援データベースについて、利用

者の意見の収集を行い、利便性の向上、内容の充実、運用の効率化に努

め、効果的な情報発信を行う。 

 

ⅱ．評価と評価結果の反映・活用 

イ．機構は、プラザ・サテライト毎の中期運営方針について、各地域の地

方自治体や関係機関のニーズ及び地域の特性を踏まえ、中期計画期間中

における育成研究を中心とする研究開発の支援活動及びコーディネー

ト活動等に関し定量的及び定性的な目標を盛り込んで策定する。 

ロ．機構は、中期運営方針に定める目標として、プラザ・サテライトで実

施する育成研究の研究開発終了後３年が経過した時点で、企業化に向け

て他制度あるいは企業独自で継続しており、十分に企業化が期待できる

研究開発課題の割合、既に企業化された研究開発課題の割合の合計が評

価対象研究開発課題の３割以上となることを設定するほか、地域の特性

に応じて、機構が実施する他の研究開発支援制度における各プラザ・サ

テライトの活動やコーディネート活動等における目標を設定する。 

ハ．機構は、プラザ・サテライト毎に、今年度の年度計画の達成状況及び

活動の成果を年度事業報告書としてとりまとめ、外部有識者・専門家か

ら構成される評価委員会で、年度事業計画の達成状況、成果等の視点か

ら年度事業評価を年度末に実施し、中期計画の目標値との比較検証を行

い、プラザ・サテライト毎に次年度事業計画に反映させるとともに、必

要に応じて事業の運営に反映させる。 

 

ⅲ．成果の公表・発信 

イ．機構は、プラザ・サテライトでの事業の内容、成果、社会・経済への

波及効果を把握し、ホームページ等を活用して、わかりやすく発信する。 

 

②シーズ発掘試験 

ⅰ．研究開発課題の公募及び選定 

イ．機構は、コーディネータ等が発掘した大学等の研究シーズの企業化を

促し、コーディネータ等の活動を支援するため、コーディネータ等と大

学等の研究者の連名での提案による、企業化可能性を検証するために研

究開発を必要とする課題を前年度に公募する。 

ロ．機構は、外部有識者・専門家の参画により透明性と公平性を確保した

上で、新規性及び優位性、目標設定の妥当性、研究実施計画の妥当性等
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の視点から今年度採択する研究開発課題の事前評価を第１四半期に行

い 1,100 件程度採択する。選考に当たり、機構は研究費の不合理な重複

や過度の集中を排除するよう留意する。 

ハ．機構は、課題採択後速やかに研究に着手できるように努める。 

 

ⅱ．研究開発の推進 

イ．機構は、コーディネータ等による企業化の視点からの助言、情報提供

などのサポートを受けつつ、効果的に企業化可能性を検証するための研

究開発を推進するとともに、その成果に基づく知的財産の形成に努める。 

ロ．機構は、研究費が有効に使用されるように、研究の進捗及び研究費の

使用状況を把握し、柔軟かつ弾力的な研究費配分を行う。 

ハ．機構は、総合科学技術会議及び文部科学省のガイドライン等を踏まえ、

研究費の不正使用及び不正受給並びに研究上の不正防止に向けた体制

を整備する。 

ニ．機構は、前年度に終了した課題について、研究成果を企業化に向けた

共同研究等につなげるために研究者及びコーディネータに対し、コーデ

ィネータ間で情報交換できるような機会等を提供するとともに、研究成

果と企業ニーズとのマッチングを促すための活動等を実施する。 

 

ⅲ．評価と評価結果の反映・活用 

イ．機構は、前年度に終了した研究開発課題 1,006 件について、研究実施

計画の達成度、企業化及び知的財産権確保の期待度等の視点から事後評

価を実施し、中期計画上の目標値との比較検証を行い、必要に応じて評

価結果を事業の運営に反映させる。 

ロ．機構は、平成 17 年度に終了した研究開発課題について研究成果の展開

状況を調査し、その結果をもとに外部有識者による追跡評価を実施し、

必要に応じて事業の運営に反映させる。 

ハ．上記イ・ロの評価結果については、ホームページ等を活用し、公表す

る。 

 

ⅳ．成果の公表・発信 

イ．機構は、本事業の研究内容、研究成果、特許出願状況及び研究成果の

展開状況について把握し、知的財産の保護に配慮しつつ、ホームページ

等を活用して、わかりやすく社会に向けて情報発信する。 

ロ．機構は、研究者自らも社会に向けて研究内容やその成果について情報

発信するよう促す。 
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③育成研究 

ⅰ．課題の公募及び選定 

イ．機構は、地域の大学等の研究成果を企業化に向けて育成し社会に還元

するため、企業化に向けた地域の産学官共同による研究開発について、

原則年度末までに次年度開始課題を公募し、採択する。採択に当たって

は、外部有識者・専門家の参画により透明性と公平性を確保した上で、

新規性及び優位性、研究実施計画の妥当性等の視点から研究開発課題の

事前評価を行う。その際、機構は研究費の不合理な重複や過度の集中を

排除するよう留意する。 

ロ．機構は、次年度当初から研究が開始できるように、選考後速やかに研

究開発の実施体制の構築に努める。 

  

ⅱ．研究開発の推進 

イ．機構は、前年度までに採択した 98 課題については年度当初から研究開

発を推進する。その際、各館長（プログラムオフィサー）のマネジメン

トの下、必要に応じて外部有識者・専門家の意見を踏まえて、科学技術

コーディネータが企業化等の視点からの助言、情報提供等の支援を行い、

研究開発を効率的に推進する。また、その成果に基づく知的財産の形成

に努める。なお、今年度新規に採択する課題については次年度から研究

開発を推進すべく、速やかに研究開発の実施体制の構築に努める。 

ロ．機構は、研究費が有効に使用されるように、研究の進捗及び研究費の

使用状況を把握し、研究開発体制の見直しや柔軟かつ弾力的な研究費配

分を行う。 

ハ．機構は、総合科学技術会議及び文部科学省のガイドライン等を踏まえ、

研究費の不正使用及び不正受給並びに研究上の不正防止に向けた体制

を整備する。 

 

ⅲ．評価と評価結果の反映・活用 

イ．機構は、研究実施計画の達成度、企業化の期待度、知的財産権の確保

等の視点から平成 18年度及び 19年度に終了する研究開発課題について

外部有識者・専門家の参画による事後評価を実施し、必要に応じて評価

結果を事業の運営に反映させる。 

ロ．機構は、平成 16 年度に終了した研究開発課題について科学技術的、社

会的、経済的波及効果を検証するため、追跡評価を実施し、中期計画上

の目標値と比較検証を行い、必要に応じて事業の運営に反映させる。 
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ハ．機構は、研究終了後も研究成果を企業化に向けた研究開発につなげる

ために、科学技術コーディネータにより助言、情報提供を行い、また、

研究成果を企業ニーズとのマッチングさせる活動等を行う。 

ニ．上記イ・ロの評価結果については、ホームページ等を活用し、公表す

る。 

 

ⅳ．成果の公表・発信 

イ．機構は、本事業の研究内容、研究成果、特許出願状況及び企業化に向

けた展開状況及び成果の社会・経済への波及効果について把握し、知的

財産の保護に配慮しつつ、ホームページ、成果報告会等を活用して、わ

かりやすく社会に向けて情報発信する。 

ロ．機構は、研究者自らも社会に向けて研究内容やその成果について情報

発信するよう促す。 

 

④研究開発資源活用型 

ⅰ．課題の公募及び選定 

イ．機構は、地域において育成研究等の実施により蓄積された研究成果、

人材、研究設備等の研究開発資源を活用し、地域にとって必要な新技

術・新産業の創出が期待できる地域の産学官共同による企業化に向けた

研究開発を必要とする課題を年度当初に公募する。 

ロ．機構は、プログラムオフィサーが外部有識者・専門家（プラザ・サテ

ライトの館長を含む）の参画により透明性と公平性を確保した上で、企

業化の可能性、課題の新規性及び優位性、計画の妥当性、地域への波及

効果等の視点から研究開発課題の事前評価を行い、４件程度採択する。

選考に当たり、機構は研究費の不合理な重複や過度の集中を排除するよ

う留意する。 

ハ．機構は、採択課題については年度の後半から研究開発が開始できるよ

うに、採択後速やかに研究開発の実施体制の構築に努める。 

 

ⅱ．研究開発の推進 

イ．機構は、継続８課題については年度当初から、新規課題については年

度後半から研究開発を推進する。その際、プログラムオフィサーのマネ

ジメントの下、プラザ・サテライトの館長や科学技術コーディネータ、

外部有識者・専門家の助言等を踏まえて、研究開発を効率的に推進する。

また、その成果に基づく知的財産の形成に努める。 

ロ．機構は、研究費が有効に使用されるように、研究の進捗及び研究費の
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使用状況を把握し、研究開発体制の見直しや柔軟かつ弾力的な研究費配

分を行う。 

ハ．機構は、総合科学技術会議及び文部科学省のガイドライン等を踏まえ、

研究費の不正使用及び不正受給並びに研究上の不正防止に向けた体制

を整備する。 

 

ⅲ．評価と評価結果の反映・活用 

イ．今年度は、研究開発中で終了課題がないため事後評価は実施されない

が、中期計画の事後評価での目標値に対する達成見込みに関する状況を

把握し、次年度計画に反映させるとともに、必要に応じて事業の運営に

反映させる。 

 

ⅳ．成果の公表・発信 

イ．機構は、本事業の研究開発の内容、成果、特許出願状況及び企業化に

向けた展開状況について把握し、知的財産の保護に配慮しつつ、ホーム

ページ、成果報告会等を活用して、わかりやすく社会に向けて情報発信

する。 

ロ．機構は、研究者自らも社会に向けて研究開発内容やその成果について

情報発信するよう促す。 

 

⑤地域結集型研究開発プログラム 

ⅰ．課題（地域）の公募及び選定 

イ．機構は、地域として企業化の必要性の高い分野の個別的研究開発課題

を企業化し、地域における新技術・新産業の創出に資するため、大学等

の技術シーズを基に技術の育成から企業化に向けた研究開発までを集

中的に産学官共同で研究開発を推進することが必要な課題を実施する

地域を、第１四半期に公募する。 

ロ．機構は、プログラムオフィサー及び外部有識者・専門家の参画により

透明性と公平性を確保した上で、企業化の可能性、課題の新規性及び優

位性、計画の妥当性、地域への波及効果及び都道府県等の支援等の視点

から研究開発を実施する地域の事前評価を年度前半に行う。選考に当た

り、機構は研究費の不合理な重複や過度の集中を排除するよう留意する。 

ハ．機構は、研究開発の実施体制を構築するとともに、速やかに研究開発

に着手できるよう措置する。 

 

ⅱ．研究開発の推進 
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イ．機構は、継続４課題については年度当初から、新規課題については第

４四半期から研究開発を推進する。その際、企業化統括のマネジメント

の下、大学、公的研究機関、研究開発型企業等を結集して集中的に産学

官の共同研究開発を実施する。 

ロ．機構は、研究費が有効に使用されるように、四半期毎に提出される業

務報告書や、採択地域で開催される企業化促進会議、共同研究推進委員

会等の機会を通じて、研究の進捗及び研究費の使用状況を把握し、柔軟

かつ弾力的な研究費配分を行う。また、プラザ・サテライトの館長等が

企業化促進会議等への参加を通じ、助言を行う。 

ハ．機構は、総合科学技術会議及び文部科学省のガイドライン等を踏まえ、

研究費の不正使用及び不正受給並びに研究上の不正防止に向けた体制

を整備する。 

 

ⅲ．評価と評価結果の反映・活用 

イ．機構は、平成 17 年度発足の２地域について、研究開発進捗状況及び今

後の見通し、都道府県等の支援状況及び今後の見通し等の視点からプロ

グラムオフィサー及び外部有識者・専門家の参画による中間評価を実施

し、評価結果をその後の資金配分や事業の運営に反映させる。 

ロ．今年度は研究開発中で終了課題がないため事後評価は実施されないが、

中期計画の事後評価での目標値に対する達成見込みに関する状況を把

握し、次年度計画に反映させるとともに、必要に応じて事業の運営に反

映させる。 

ハ．上記イの評価結果については、ホームページ等を活用し、公表する。 

 

ⅳ．成果の公表・発信 

イ．機構は、本事業の研究開発の内容、成果、特許出願状況及び企業化に

向けた展開状況及び成果の社会・経済への波及効果について把握し、知

的財産の保護に配慮しつつ、ホームページ、成果報告会等を活用して、

わかりやすく社会に向けて情報発信する。 

ロ．機構は、研究者自らも社会に向けて研究開発内容やその成果について

情報発信するよう促す。 

 

３．科学技術情報の流通促進 

（１）科学技術情報の流通促進 

ⅰ．基本情報の整備・普及 

イ．基本情報の整備 
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（研究者、研究資源等の整備） 

機構は、国内の大学、公的研究機関等の約 2,300 機関を対象とした調

査を実施し、研究機関情報、研究者情報、研究資源情報を収集し、デー

タベース（研究開発支援総合ディレクトリ（ReaD））に整備する。その際、

Web 入力機能の利用を促進するとともに、各機関の保有する研究者 DB 等

の情報源を活用して、効率的に整備する。 

（研究成果（文献書誌）の整備） 

機構は、国内外の科学技術関係資料を収集し、掲載されている論文等

の論文名、著者名、発行日等の書誌情報について 100 万件規模のデータ

ベースを整備する。 

（研究成果（特許）の整備） 

機構は、研究成果の迅速な展開に資する特許等の研究成果情報 3,000

件を収集し、データベース（研究成果展開総合データベース（J-STORE））

に整備する。その際、他機関の研究成果データの収録について、関係機

関と協議するなど、効率的に整備を進める。 

（知財情報活用支援辞書の整備） 

機構は、新たに、特許情報と科学技術文献の統合検索等に有用な特許

技術用語・科学技術用語の同義語等を吸収する辞書を、機構所有の科学

技術用語辞書等を活用しつつ効率的に構築する。 

ロ．機構は、上記イ．で整備した基本情報をインターネット上でサイエン

スポータル等の総合的なポータルサイトも活用しつつ ReaD（研究開発支

援総合ディレクトリ）、J-STORE（研究成果展開総合データベース）等で

提供するとともに、技術移転関係のフェア等へ出展すること等により、

普及を図る。 

 

ⅱ．連携活用システムの構築 

イ．機構は、ⅰで整備した研究者、研究成果、辞書等の基本情報を中核と

して機構内外の科学技術情報の横断的な利用を促進する「連携活用シス

テム」について、プロトタイプシステムを構築し、研究コミュニティ等

の意見を踏まえつつ、実現可能性の検討を行う。 

 

ⅲ．科学技術情報の流通基盤の整備 

イ．機構は、わが国の科学技術情報の流通の円滑化を図るため、科学技術

情報流通技術基準(SIST)の運用及び普及を行う。SIST の制定・見直しを

行うための各種委員会等の開催及び説明会の開催、インターネット等を

活用した情報提供を行う。 
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ロ．機構は、アジア・太平洋地域諸国と科学技術情報活動についての情報

交換のためのワークショップを開催する。また、参加諸国から我が国に

研修生を受入れ、研修を実施する。 

 

ⅳ．評価と評価結果の反映・活用 

イ．機構は、外部有識者・専門家から成る委員会を組織し、事業評価の体

制を構築する。 

ロ．機構は、本事業で提供する各サービス（ReaD、J-STORE）の利用件数（詳

細情報の表示件数）について、中期計画上の目標値との比較検証を行い、

必要に応じて結果を事業の運営に反映させる。 

ハ．機構は、本事業で提供する各サービス（ReaD、J-STORE）の利用者、国

際ワークショップの参加者、SIST 説明会の参加者に対して満足度を図る

アンケートを実施し、科学技術情報として有用であるとの回答の割合に

つき、中期計画上の目標値との比較検証を行い、必要に応じて評価結果

を事業の運営に反映させる。 

 

ⅴ．成果の公表・発信 

イ．機構は、データベースの利用状況、利用者の満足度等及び事業の波及

効果を把握し、わかりやすく社会に向けて情報発信する。 

 

（２）技術者の継続的な能力開発の支援 

ⅰ．コンテンツ開発とデータベースの整備 

イ．機構は、技術者等の科学技術に関する基礎知識の習得に資する観点か

ら外部有識者・専門家の参画により選定された教材コンテンツを 42 テ

ーマ開発する。また、前年度までに開発したコンテンツ及び失敗事例デ

ータを維持・発信する。 

ロ．機構は、企業・学協会・大学、高専等利用者団体のニーズに対応した

サービスを提供するとともに、必要に応じてシステムを改良する。また、

教材コンテンツと失敗事例データの相互連携による活用を図る。 

ハ．機構は、サービスの利用を促進し技術者の能力開発の重要性等をアピ

ールするため、展示・デモンストレーション等の普及活動を実施する。 

 

ⅱ．評価と評価結果の反映・活用 

イ．機構は、外部有識者・専門家から成る委員会を組織し、事業評価の体

制を構築する。 

ロ．機構は、教材コンテンツの利用件数に関して、年間の利用件数（レッ
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スン受講回数）及び年間レッスン修了通知発行数の項目について、失敗

知識データベースは、年間の利用件数（ページ閲覧回数）の項目につい

て中期計画上の目標値と比較検証を行い、必要に応じて結果を事業の運

営に反映させる。 

ハ．機構は、Web ラーニングプラザの年間団体利用数について中期計画上の

目標値と比較検証を行い、必要に応じて結果を事業の運営に反映させる。 

 

ⅲ．成果の公表・発信 

イ．機構は、教材コンテンツの制作数、品質、利用状況、利用者の満足度

等及び事業の波及効果を把握し、わかりやすく社会に向けて情報発信す

る。 

 

（３）研究者の流動性向上に資する情報の提供 

ⅰ．研究者の求人・求職に関する情報の提供 

イ．機構は、研究人材の多様なキャリアパスの開拓及び能力・技術の有効

活用のため、研究者等の求人・求職情報を提供するデータベースを整

備・提供する。 

ロ．機構は、サービスの利用を促進するため、効果的にその普及を図る。 

 

ⅱ．評価と評価結果の反映・活用 

イ．機構は、外部有識者・専門家から成る委員会を組織し、事業評価の体

制を構築する。 

ロ．機構は、学協会等の協力を得て、研究コミュニティに対してアンケー

トを実施し、研究者の求人・求職に有用なサービスであるとの回答の割

合について、中期計画上の目標値と比較検証を行い、必要に応じて結果

を事業の運営に反映させる。 

ハ．機構は、サービスを利用した研究者にアンケートを実施し、本サービ

スが求職情報を得るために有用であるとの回答の割合について、中期計

画上の目標値と比較検証を行い、必要に応じて結果を事業の運営に反映

させる。 

ニ．機構は、本サービスの利用件数（詳細画面の表示件数）について、中

期計画上の目標値と比較検証を行い、必要に応じて結果を事業の運営に

反映させる。 

 

ⅲ．成果の公表・発信 

イ．機構は、計画の達成度、データベースの利用状況、利用者の満足度等
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及び事業の波及効果を把握し、わかりやすく社会に向けて情報発信する。 

 

（４）バイオインフォマティクスの推進 

ⅰ．事業の推進 

イ．機構は、総合科学技術会議及び文部科学省によるライフサイエンス分

野のデータベース整備戦略を踏まえ、統括の指導のもと、外部有識者・

専門家により構成される委員会を組織し研究開発課題の選考及び評価

を行うとともに事業運営に関しその助言を受けて、研究開発を推進する。

統括については、指導力、洞察力、研究実績等の総合的な視点から卓越

した人物を選定する。 

ロ．統括は上記整備戦略を踏まえて研究開発課題の選考及び事業運営に当

たっての方針を明らかにし、それに基づき機構は、研究開発提案の公募

を第２四半期に行う。統括は、外部有識者・専門家の参画により透明性

と公平性を確保した研究開発課題の事前評価を年度半ばに行う。選考に

当たっては、不合理な重複や過度の集中を排除するよう留意する。 

ハ．機構は、継続 18 課題については年度当初より、新規課題については採

択後速やかに研究開発を推進する。その際、統括のマネジメントにより、

研究開発課題を効率的に推進する。 

ニ．機構は、研究費が有効に使用されるために、研究の進捗及び研究費の

使用状況を把握し、研究開発の進捗に応じた研究費配分を行う。 

ホ．総合科学技術会議及び文部科学省のガイドライン等を踏まえ、研究費

の不正使用及び不正受給並びに研究開発上の不正防止に向けた体制を

整備する。 

ヘ．生物多様性の全世界的な利用を目指す地球規模生物多様性情報機構

（GBIF）の活動に参画する。また、GBIF について、わが国の外部有識者・

専門家による科学技術的見地からの調査及び審議を行うために設置す

る GBIF 技術専門委員会の運営を行う。 

 

ⅱ．評価と評価結果の反映・活用 

イ．機構は、追跡評価の評価項目等についての調査、検討を行う。 

 

ⅲ．成果の公表・発信 

イ．機構は、研究開発成果であるデータベースやバイオインフォマティク

ス関連技術を提供し、さらに、関連する利用法や技術について説明会等

を行い研究者や技術者を対象に情報発信する。また、研究開発内容、研

究開発成果、発展状況、波及効果を把握し、インターネット等を活用し
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て、わかりやすく社会に向けて情報発信する。 

ロ．機構は、研究者自らも社会に向けて研究開発内容やその成果について

情報発信するよう促す。 

 

（５）科学技術論文の発信、流通の促進 

ⅰ．学術論文の電子化・国際化 

イ．機構は、わが国の学協会の電子ジャーナル出版を支援し、科学技術研

究論文の国際流通を促進するために、論文の審査、編集、流通等を統合

的に行うシステム（J-STAGE）を運用する。今年度は、年度末までに参

加学協会誌数を 650 誌以上とすることを目指す。 

ロ．機構は、国際情報発信力の強化と知的資産保存のため、特に重要な学

協会誌について過去の紙媒体に遡って電子化して公開（電子アーカイ

ブ）を行う。 

ハ．機構は、国際的な研究論文流通形態の動向、学協会及び利用者の要望

を反映してシステムの開発・改良を実施する。 

ニ．機構は、サービスの利用を促進するため、効果的にその普及を図る。 

 

ⅱ．評価と評価結果の反映・活用 

イ．機構は、外部有識者・専門家から成る委員会を組織し、事業評価の体

制を構築する。 

ロ．機構は、J-STAGE と、他の電子ジャーナル、データベースとの引用文献

リンク数をについて中期計画上の目標値と比較検証を行い、必要に応じ

て結果を事業の運営に反映させる。 

ハ．機構は、登載論文の年間ダウンロード数について中期計画上の目標値

と比較検証を行い、必要に応じて結果を事業の運営に反映させる。 

ニ．機構は、参加学協会に対し利用満足度についてアンケート調査を実施

し、J-STAGE が国際情報発信力強化に役立っているという回答の割合に

ついて中期計画上の目標値と比較検証を行い、必要に応じて結果を事業

の運営に反映させる。 

 

ⅲ．成果の公表・発信 

イ．機構は、J-STAGE の利用状況、利用者の満足度等及び事業の波及効果を

把握し、これらの成果をわかりやすく社会に向けて情報発信する。 

 

（６）公的研究機関へのデータベース化支援 

ⅰ．データベース化支援 
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イ．機構は、公的研究機関が研究成果として所有する研究データについて

共同で作成したデータベースを公開し、運用を共同で実施する。 

ロ．各研究機関での主体的運用に円滑に移行するためにシステム整備を行

う。 

ハ．本事業は今年度をもって終了する。 

 

ⅱ．成果の公表・発信 

イ．機構は、計画の達成度、既に実施済の事後評価の結果、各研究機関で

の主体的な運用状況等、事業の各研究機関への移行状況を把握し、わか

りやすく社会に向けて情報発信する。 

 

（７）科学技術に関する文献情報の提供 

ⅰ．文献情報の整備・提供 

イ．機構は、科学技術情報の流通促進のため、前年度に設置した文献デー

タベース整備検討委員会の審議結果を踏まえた収録方針により、論文そ

の他の科学技術文献情報を抄録等の形式で迅速に整備し、オンラインサ

ービス、出版サービス、受託サービス等の文献情報提供サービスで着実

に提供することにより、文献情報を効果的に発信する。 

ロ．機構は、文献情報提供サービスの利用者ニーズをヒアリング等により

把握し、利用者ニーズに基づいた文献情報データベースの品質管理、新

サービスの開発及び既存サービスの改善を行い、収益性を確保しつつサ

ービスの向上に反映させる。 

ハ．機構は、大学を始めとした教育研究機関、公的研究機関、企業等に対

し広報・販売促進活動等を行うとともに、料金制度・販売体制・業務管

理システムの見直しを行い利用の拡大を図る。 

ニ．機構は、新たに策定した経営改善計画に基づき、利用者拡大による自

己収入の増加を図るとともに、引き続き経費の削減に取り組むことによ

り、平成 21 年度までに単年度黒字化を達成することを目指し、一層の

収益性改善に努める。 

 

ⅱ．評価と評価結果の反映・活用 

イ．機構は、外部有識者・専門家から成る委員会を組織し、事業評価の体

制を構築する。 

ロ．機構は、文献情報提供サービスの利便性を向上させることにより、文

献情報データベースの利用件数（収録記事の詳細表示件数及びダウンロ

ード件数）について、中期計画上の目標値と比較検証を行い、必要に応
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じて結果を事業の運営に反映させる。 

ハ．機構は、収益性の改善状況について、経営改善計画上の目標値と比較

検証を行い、必要に応じて結果を事業の運営に反映させる。 

 

ⅲ．成果の公表・発信 

イ．機構は、科学技術文献情報の整備状況、文献情報提供サービスの利用

状況を把握し、わかりやすく社会に向けて情報発信する。 

 

４．科学技術に関する研究開発に係る交流・支援 

（１）戦略的な国際科学技術協力の推進 

ⅰ．国際科学技術協力案件の選考 

イ．機構は、政府間合意等に基づき文部科学省が特に重要なものとして前

年度までに設定し協力を実施中の９ヶ国９分野において、今年度に新た

に開始する共同研究、研究集会、シンポジウム、セミナー等の国際科学

技術協力案件を選考する。その際機構は、国際科学技術協力案件の選考

に当たっての方針を明らかにし、外部有識者・専門家の参画により透明

性と公平性を確保した上で、案件の事前評価を行う。選考に当たっては、

研究費等の不合理な重複や過度の集中を排除するよう留意する。 

ロ．機構は、今年度に新規の協力を開始する国・地域・分野について、研

究開発戦略の企画・立案機能を活用の上、文部科学省と連携し、検討す

る。 

ハ．機構は、国際科学技術協力案件を選考する方針の検討あるいは国際科

学技術協力活動の戦略的な推進に資するため、シンポジウム、セミナー

等を開催するとともに、日米間の工学における異分野交流を促進するシ

ンポジウムを開催する。 

ニ．機構は、速やかに国際科学技術協力案件を実施するため、協力相手機

関の協力を得つつ、協力相手機関との調整や契約の締結等に係る業務を

迅速に行う。 

 

ⅱ．国際科学技術協力案件の実施 

イ．機構は、継続 70 案件については年度当初より、新規案件は採択後速や

かに研究及び交流を実施する。研究及び交流の実施に当たっては、協力

相手機関との協議や研究集会、シンポジウム、セミナー等の機会を通じ、

研究交流の進捗の把握に努めるとともに、外部有識者・専門家の助言を

得つつ、国際共通的な課題解決やわが国と諸外国との関係強化に資する

成果の達成に向けて効果的・効率的に研究及び交流を実施する。 
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ロ．機構は、総合科学技術会議及び文部科学省のガイドライン等を踏まえ、

研究費の不正使用及び不正受給並びに研究上の不正防止に向けた体制

を整備する。 

 

ⅲ．評価と評価結果の反映・活用 

イ．機構は、平成 18 年度に終了した国際科学技術協力案件５件について、

適切な事後評価の進め方について協力相手機関と協議の上、外部有識

者・専門家の参画による事後評価を実施し、中期計画の目標値との比較

検証を行い、必要に応じて評価結果を事業の運営に反映させる。 

 

ⅳ．成果の公表・発信 

イ．機構は、国際科学技術協力案件における研究交流の内容、成果及びそ

の波及効果を把握し、報道発表、インターネット等を活用して、わかり

やすく社会に向けて情報発信する。 

ロ．機構は、研究者自らも社会に向けて研究内容やその成果についてシン

ポジウム等を通じて情報発信するよう促す。 

 

（２）海外情報の収集及び外国人宿舎の運営 

ⅰ．海外情報の収集・活用 

イ．機構は、海外事務所等を拠点とし、海外の関係機関との連携等により、

機構の業務に関する海外情報の収集、機構の諸事業の海外展開の支援を

行う。 

ロ．機構は、収集した情報を機構の業務に活用するとともに、インターネ

ット等を通じて対外的な情報発信に努める。 

ハ．機構は、ワシントン事務所について、独立行政法人日本学術振興会の

ワシントン研究連絡センターとの共同設置・運用に向けて必要な調整を

行う。 

 

ⅱ．外国人研究者宿舎の運営 

イ．機構は、前年度に総合評価落札方式の入札を経て選定した委託先であ

る外国人研究者宿舎運営業者が、契約に基づき、適切に宿舎を運営し各

種生活支援サービスを提供しているか常に把握し、必要に応じ改善され

るよう努める。 

 

ⅲ．評価と評価結果の反映・活用 

イ．機構は、海外事務所の活動、外国人研究者宿舎の入居者へのアンケー
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ト調査結果及び入居率について、外部有識者・専門家の参画により評価

を実施し、中期計画の目標値との比較検証を行い、必要に応じて評価結

果を事業の運営に反映させる。 

 

ⅳ．成果の公表・発信 

イ．機構は、外国人研究者宿舎の運営状況及びその波及効果について把握

し、インターネット等を通じて、社会に向けて情報発信する。 

 

（３）地域における産学官が結集した共同研究事業等の推進 

ⅰ．研究の推進 

イ．機構は、継続 11 課題について、年度当初から研究開発を推進する。そ

の際、事業総括のマネジメントの下、大学、公的研究機関、研究開発型

企業等を結集して集中的に産学官の共同研究開発を実施する。 

ロ．機構は、研究費が有効に使用されるように、四半期毎に提出される業

務報告書や、採択地域で開催される研究交流促進会議、共同研究推進委

員会等の機会を通じて、研究の進捗及び研究費の使用状況を把握し、柔

軟かつ弾力的な研究費配分を行う。 

ハ．機構は、総合科学技術会議及び文部科学省のガイドライン等を踏まえ、

研究費の不正使用及び不正受給並びに研究上の不正防止に向けた体制

を整備する。 

 

ⅱ．評価と評価結果の反映・活用 

イ．機構は、平成 14 年度発足（今年度終了）の５地域の研究開発課題につ

いて、プログラムオフィサー及び外部有識者・専門家の参画による事

後評価を実施し、中期計画上の目標値との比較検証を行い、必要に応

じて評価結果を事業の運営に反映させる。 

ロ．機構は、平成 11 年度発足（平成 16 年度終了）の４地域の研究開発課

題について、科学技術的、社会的、経済的波及効果を検証するため、

追跡評価を実施し、必要に応じて事業の運営に反映させる。なお、追

跡評価の実施は今年度が初めての実施となることから、評価の手法等

についても併せて検討を行う。 

ハ．上記イ・ロの評価結果については、ホームページ等を活用し、公表す

る。 

 

ⅲ．成果の公表・発信 

イ．機構は、本事業の研究開発の内容、成果、特許出願状況及び企業化に
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向けた展開状況及びその成果の社会・経済への波及効果について把握し、

知的財産の保護に配慮しつつ、ホームページ、成果報告会等を活用して、

わかりやすく社会に向けて情報発信する。 

ロ．機構は、研究者等自らも社会に向けて研究内容やその成果について情

報発信するよう促す。 

 

（４）研究協力員の派遣を通じた研究支援 

ⅰ．研究協力員の派遣 

イ．機構は、平成 14 年度に公募により決定した重点研究支援課題に対し、

派遣事業者を介して、国立試験研究機関等（９機関）に高度な知識や技

術を持つ研究協力員（30 人）を前年度に引き続き派遣する。 

ロ．機構は、新たな重点研究支援課題の募集は実施せず、本事業は今年度

をもって終了する。 

 

ⅱ．評価と評価結果・成果の公表・発信 

イ．機構は、実施期間終了（平成 19 年末）後に、外部有識者・専門家の参

画による事後評価を当初各課題に設定した目標の達成状況、派遣した支

援協力員の目標達成への貢献度等の視点から行い、その評価結果につい

て機構ホームページ等を活用し公表する｡ 

ロ．機構は、実施期間を終了した重点研究支援課題について、課題を推進

する国研等から提出される終了報告書及びこれまでの事業の成果を取

りまとめて、機構ホームページ等を活用して公表する。 

ハ．機構は、実施期間を終了した重点研究支援課題について、アンケート

調査を行い、派遣された研究協力員の成果創出等への貢献に関する項目

について、中期計画上の目標値と比較検証を行う。 

 

５．科学技術に関する知識の普及、国民の関心・理解の増進 

（１）科学技術に関する学習の支援 

①外部人材を活用した小学校における理科学習の充実 

ⅰ．有用な外部人材の小学校への配置 

イ．機構は地方自治体に対し、小学校における理科学習の充実を目的とし、

有用な外部人材の発掘・育成にあたる人材の確保、及び理科学習の充実

を図るための外部人材の配置に関する取組を年度当初を目途に委託し、

体験的・問題解決的な理科授業を実施する。 

ロ．機構は、事業の実施に際して、事業計画の協議・調整を各地方自治体

の実情に応じて行い、理科学習の充実を図るための外部人材の提供先の
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開拓、事前研修等による養成、並びに概ね二学期初頭の外部人材の配置

が適切に行われるよう措置する。 

ハ．機構は、わが国の科学技術に関する学習の現状の把握及び効果的な学

習方法の検討を行うための体制を整備するとともに、関係機関等との連

携を図る。 

 

ⅱ．評価と評価結果の反映・活用 

イ．機構は、教育委員会との協力、評価方法等について検討を進めるとと

もに、今年度の実施状況や事業関係者、児童、教員等の意見を把握し、

次年度の事業運営に反映させる。 

 

ⅲ．成果の公表・発信 

イ．機構は、取組みの内容、児童の理科に関する興味・関心、学習意欲、

学習内容の理解等の本事業の成果について、インターネット、一般向け

シンポジウム等を活用して、わかりやすく社会に向けて発信するための

体制整備、及び成果把握等の準備を行い、次年度以降、適宜発信を行う。 

 

②特色ある手法を用いた科学技術や理科、数学（算数）学習の充実 

ⅰ．取組みの公募、選定、推進 

イ．機構は、大学、科学館等の外部機関のもつ資源を活用した科学技術、

理科、数学（算数）学習の充実を図る取組みに関し、前年度末及び今年

度第１四半期に公募し、今年度第２四半期までに体験的・問題解決的な

内容を含む優れた取組みであるかとの観点から、外部有識者･専門家の

参画による事前評価を行い、講座型学習活動 650 件程度、合宿型学習活

動 70 件程度の取組みを選定し、支援する。また、次年度の取組みの公

募については、今年度の第４四半期より実施する。 

ロ．機構は、教育関係者が多く参加するイベント等への参加や関係機関へ

の働きかけを行うなど事業の周知を図る。 

ハ．機構は、わが国の科学技術に関する学習の現状の把握及び効果的な学

習方法の検討を行うための体制を整備するとともに、関係機関等との連

携を図る。 

 

ⅱ．調査・研究の推進 

イ．機構は、特色ある手法を用いた科学技術や理科、数学（算数）に関す

る学習のモデルを構築するため、教育委員会や科学館、地域の学校等と

共同で、地域それぞれの課題や問題点等を抽出するとともに、実情に応
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じた解決方法を探るための調査・研究を行う「理数大好きモデル地域」

に関する取組みを年度当初より 20 地域において進める。 

また、「理数大好きモデル地域」に関する調査・研究結果を活用した、

地域における科学技術、理科、数学（算数）の新たな学習活動ネットワ

ークのあり方に関する新たな調査・研究に着手する。 

ロ．機構は、児童・生徒が、研究者や技術者、同世代の児童・生徒等と交

流し、最先端の科学技術を体験・学習する機会に関する調査・研究を行

う「科学技術体験合宿」に関する取組を進める。 

 

ⅲ．評価と評価結果の反映・活用 

イ．機構は、事業関係者、児童・生徒へアンケート調査を行い、得られた

本事業についての意見等を踏まえ、外部有識者・専門家の参画による評

価を実施し、得られた結果を以後の事業の運営に反映させる。 

ロ．機構は、「理数大好きモデル地域」の本年度終了 15 地域に関し、事後

評価の準備を進め、次年度の第１四半期に外部有識者・専門家の参画に

よる事後評価を実施し、必要に応じて得られた結果を以後の事業の運営

に反映させる。 

ハ．機構は、上記イのアンケート調査を行い、「当初計画していた目的を達

成することができた」、「授業内容に興味をもった」、「学習意欲が向上し

た、学習内容が理解できた」との項目について、中期計画上の目標値と

比較検証を行い、必要に応じて結果を事業の運営に反映させる。 

ニ．上記イ・ロの評価結果については、ホームページ等を活用し、公表す

る。 

 

ⅳ．成果の公表・発信 

イ．機構は、取組みの内容、児童・生徒の科学技術や理科、数学（算数）

に関する興味・関心や学習意欲、学習内容の理解等を把握し、本事業の

成果について、インターネット、一般向けシンポジウム等を活用して、

わかりやすく社会に向けて発信する。 

 

③先進的な科学技術や理科、数学に関する学習機会の充実 

ａ．スーパーサイエンスハイスクールにおける活動の支援 

ⅰ．取組みの推進 

イ．機構は、文部科学省がスーパーサイエンスハイスクールに指定した高

等学校等 100校程度や当該高等学校等を所管する教育委員会等と連携を

進め、指定校における先進的な科学技術や理科、数学学習の取組みに関
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する物品等の調達、謝金・旅費支払い、役務処理等の支援を円滑かつ迅

速に実施する。 

ロ．機構は、指定校の活動の支援について、支援の満足度に関する調査等

を行い、必要に応じて、円滑かつ迅速な支援が可能となるように支援方

法に関する見直しを行う。 

ハ．機構は、外部有識者・専門家による委員会や指定校教員等の協力を得

ながら、指定校の取組みの立案や、実施への活用が期待される優れた取

組みの収集・抽出・提供方法について検討を進める。 

ニ．機構は、事業の成果や活動の発表、普及を図るため、全指定校が参加

し、一般の人々も参加する生徒研究発表会等を開催する。また、開催し

た生徒研究発表会等に関するアンケート調査を行い、必要に応じて内容、

運営等に関する改善を行う。 

 

ⅱ．評価と評価結果の反映・活用 

イ．機構は、事業関係者、教員、生徒等へアンケート調査を行い、得られ

た本事業についての意見等を踏まえ、文部科学省と連携し、外部有識

者・専門家の参画により評価を実施する。得られた結果は、以後の本事

業の運営に反映させる。 

ロ．機構は、上記イのアンケート調査を行い、「科学技術に関する興味・関

心や学習意欲を向上させるための取組みを実践する上で有効な支援が

得られた」、「機構が提供した優れた取組み事例が指定校の取組みの立案

や実施に有効であった」、「科学技術に関する学習の意欲が向上した」と

の項目について、中期計画上の目標値と比較検証を行い、必要に応じて

本事業の運営に反映させる。 

 

ⅲ．成果の公表・発信 

イ．機構は、文部科学省と連携し、取組みの内容、生徒の科学技術や理科、

数学に関する興味・関心や意欲・能力、卒業後の進路等の事業の成果に

ついて、インターネット、一般向けシンポジウム等を活用して、わかり

やすく社会に向けて発信する。 

 

ｂ．国際科学技術コンテストへの参加支援 

ⅰ．国際科学技術コンテストへの支援の実施 

イ．機構は、必要に応じて、児童・生徒を実績のある国際的な科学技術や

理科、数学のコンテストへ参加させることを目的として、国内の関係コ

ンテストと実施する機関の第 4四半期に公募を行い、外部有識者・専門
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家の参画により、候補者の選考体制、能力伸長のための強化体制等の点

について優れた実施体制を有しているかとの観点から、事前評価を行う。 

ロ．機構は、前年度末に選定された７コンテストの実施機関と協議・決定

した実施計画に基づき、国際コンテスト参加者の選抜にかかる国内大会

の開催、選抜した児童・生徒への能力伸長のための強化研修及び国際コ

ンテストへの参加に関する活動を支援する。 

ハ．機構は、選定した実施機関や文部科学省と協力して、コンテストの横

断的な広報活動、国際大会の国内招致・開催にかかる諸活動を行い、コ

ンテスト実施機関の活動の活性化を図る。 

ニ．機構は、国際的な科学技術コンテスト参加者等の裾野の拡大等に貢献

する為、規模及び社会的認知度について実績のある国際的な青少年向け

の科学技術コンテスト、及び機構の事業と密接に関係した青少年向けの

科学技術コンテスト等を、これを実施する機関と共に開催する。 

ホ．機構は、わが国の科学技術に関する学習の現状の把握及び効果的な学

習方法の検討を行うための体制を整備するとともに、関係機関等との連

携を図る。 

 

ⅱ．評価と評価結果の反映・活用用 

イ．機構は、支援するコンテスト実施機関に対し事業運営の観点から実施

状況について、外部有識者・専門家の参画による評価を実施するための

調査を行う。調査結果は、必要に応じて次年度以降の支援内容の見直し

に反映させる。 

ロ．機構は、事業関係者、児童・生徒、教員、保護者等へアンケート調査

を行い、本事業についての意見、及び支援コンテストの参加児童・生徒

の卒業後の進路調査等を踏まえ、外部有識者・専門家の参画による評価

を実施し、得られた結果を以後の事業の運営に反映させる。 

ハ．機構は、上記ロのアンケート調査を行い、「実施機関のコンテスト運営

に対して有用な支援であった」との項目について、中期計画上の目標値

と比較検証を行うとともに、「今年度の機構の支援により開催された国

内の教科系科学技術コンテストへの参加者総数」について、今年度の目

標値を 5,000 人以上とし比較検証を行い、必要に応じて事業の運営に反

映させる。 

ニ．上記イ・ロの評価結果については、ホームページ等を活用し、公表す

る。 

 

ⅲ．成果の公表・発信 
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イ．機構は、取組みの内容、コンテストの成績、児童・生徒の理科、数学

に関する興味・関心や学習意欲、コンテストに参加した児童・生徒の卒

業後の進路を把握し、本事業の成果について、報道発表、インターネッ

ト、メールマガジン、一般向けシンポジウム等を活用して、わかりやす

く社会に向けて発信する。 

 

④科学技術や理科、数学（算数）に関する教員研修の充実 

ⅰ．取組みの公募、選定、推進 

イ．機構は、理数系担当教員に対する科学技術や理科、数学（算数）に関

する研修を前年度第４四半期及び今年度第１四半期に公募し、外部有識

者・専門家の参画により、先端的な科学技術についての体験的・問題解

決的な内容を含む優れた取組みであるかとの観点から事前評価を行い、

150 件程度の取組みを選定し支援する。また、次年度の取組みの公募に

ついては、今年度の第４四半期より実施する。 

ロ．機構は、わが国の科学技術に関する学習の現状の把握及び効果的な学

習方法の検討を行うための体制を整備するとともに、関係機関等との連

携を図る。 

 

ⅱ．評価と評価結果の反映・活用 

イ．機構は、事業関係者、教員へのアンケート調査を行い、事業の推進に

ついての意見等を踏まえ、外部有識者・専門家の参画による評価を行い、

以後の事業の運営に反映させる。 

ロ．機構は、上記イのアンケート調査を行い、「研修の目的を達成すること

ができた」、「授業内容に興味をもった」、「授業の中で活かすことができ

る成果を得た」との項目について、中期計画上の目標値と比較検証を行

い、必要に応じて事業の運営に反映させる。 

ハ．上記イの評価結果については、ホームページ等を活用し、公表する。 

 

ⅲ．成果の公表・発信 

イ．機構は、取組みの内容、教員の本事業に対する満足度、研修を実施し

た教員の指導力の変化等について把握に努め、本事業の成果について、

インターネット、一般向けシンポジウム等を活用して、わかりやすく社

会に向けて発信する。 

 

⑤魅力ある科学技術や理科学習教材の提供 

ⅰ．教材の開発・普及 
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イ．機構は、児童・生徒が科学技術や理科を理解できるよう、理科学習に

利用しやすい教員用のデジタル教材の開発、及び児童・生徒の自習学習

用の補助教材の試行版の開発、並びに試行版の実証試験と本格版開発の

検討を進める。 

ロ．機構は、外部有識者・専門家による委員会の審議や教員等の要望を踏

まえつつ、前年度第４四半期に決定された教材の開発方針及び開発企画

に基づき、教育関係者等の参画により開発を進め、インターネット等を

通じて提供する。また、次年度の開発方針及び開発企画については、今

年度の第４四半期に決定する。 

ハ．機構は、開発した教材及び提供方法については、実証環境を有する地

域を公募し、外部有識者・専門家による委員会の審議を踏まえ、試験・

研究を行う地域を年度末までに選定する。今年度は、前年度末に選定さ

れた 11 地域及び継続の４地域において公開実証授業や研究会を通じた

試験・研究を行い、教員要望の把握、普及促進事例、活用事例の収集・

分析を行うことにより、開発した教材及び提供方法の改善・充実を図る。 

ニ．機構は、教育関係者が多く参加するイベント等における紹介や、地域

の各機関が実施する教員研修等の機会を利用するなど事業の周知を図

る。 

ホ．機構は、わが国の科学技術に関する学習の現状の把握及び効果的な学

習方法の検討を行うための体制を整備するとともに、関係機関等との連

携を図る。 

 

ⅱ．評価と評価結果の反映・活用 

イ．機構は、事業関係者、児童・生徒へのアンケート調査を行い、本事業

についての意見等を踏まえ、外部有識者・専門家の参画による評価を実

施し、得られた結果を以後の事業の運営に反映させる。 

ロ．機構は、本年度に終了する教材に関する試験・研究地域 15 地域に関し、

来年度速やかに外部有識者・専門家の参画による事後評価を実施し、必

要に応じて得られた結果を以後の事業の運営に反映させる。 

ハ．機構は、上記イのアンケート調査を行い、「インターネットでの教材提

供システム（理科ねっとわーく）の登録教員数」について、本年度の目

標値を 28,000 人以上とし比較検証を行うとともに、「教育関係者が利用

できる教材のうち一般利用が可能な教材をインターネットの公開」につ

いて、本年度の目標値、1,300,000 アクセス／年以上と比較検証を行う。 

また、「教材を利用すると児童・生徒が授業内容をよく理解する」との

項目について、中期計画上の目標値と比較検証を行い、必要に応じて事
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業の運営に反映させる。 

ニ．上記イ、ロの評価結果については、ホームページ等を活用し、公表す

る。 

 

ⅲ．成果の公表・発信 

イ．機構は、本事業で開発した教材を用いた授業内容、その授業における

児童・生徒の興味・関心及び学習意欲を把握し、本事業の成果について、

インターネット、メールマガジン、一般向けシンポジウム等を活用して、

わかりやすく社会に向けて発信する。 

 

（２）科学技術コミュニケーションの促進 

①地域における科学技術理解増進活動の推進 

ⅰ．取組みの公募、選定、推進 

イ．機構は、科学館・博物館が行う展示物等の開発（７件程度）、大学・研

究機関の研究者が行うアウトリーチ活動に関する調査研究（数件程度）、

個人が行う体験型の科学技術理解増進活動（500 件程度）とともに、今

年度から新たに科学館・博物館、大学、地方自治体が行う体験型・対話

型の科学技術理解増進活動（100 件程度）を支援する。 

科学館・博物館、大学、地方自治体等の支援は前年度に募集を行い、

個人の支援は利用者の利便を図るため毎月募集し、外部有識者・専門家

による事前評価を経て選考する。 

個人の取組みを促進するため、理科大好きボランティアデータベース

の提供を行うとともに、科学館の活動を促進するため、全国の科学館か

ら科学館の概要やイベント情報を収集し、適時更新を行い、インターネ

ットを通じて全国に情報を発信する。 

ロ．機構は、科学コミュニケーション活動について、携わる個人、団体、

機関等の情報を幅広く調査し収集するとともに、それら個人、団体、機

関等が有効な連携を行えるようなネットワークを形成するためのイベ

ントを企画し、開催する。イベントの内容や参画機関は、広く公募を交

えて決定する。 

ハ．機構は、最先端の科学技術を身近に感じ、体験できる新たな展示を、

最先端の科学技術の進展に合わせて、研究者・技術者の監修や参画の下、

２テーマ程度を企画・開発し、日本科学未来館等の科学館等において展

示する。 

ニ．機構は、他機関との連携等により一般市民向けのイベント等を開催す

るとともに、今年度より新たに教員・科学教育関係者向けに科学雑誌を
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定期的に制作・配布することにより、本事業から得られた成果を発信し、

活動・成果の普及および科学コミュニケーション活動の活性化を図る。 

 

ⅱ．評価と評価結果の反映・活用 

イ．機構は、実施内容について参加者の満足度を調査し、利用者の意見を

収集するとともに、前年度中に実施した科学館・博物館の開発支援、大

学・研究機関の研究者が行うアウトリーチ活動に関するモデル開発につ

いて、外部有識者・専門家による事後評価を実施する。 

ロ．機構は、本事業における外部有識者・専門家による評価結果、参加者

に対する調査回答、参加団体数、来場者意識調査回答について、中期計

画の目標値と比較を行い、必要に応じて事業の運営に反映させる。 

 

ⅲ．成果の公表・発信 

イ．機構は、支援した活動の内容、成果等を把握し、インターネット・成

果報告会等を活用して、わかりやすく社会に向けて情報発信する。 

 

②情報技術を活用した科学技術理解増進活動の推進 

ⅰ．コンテンツの制作・発信 

イ．機構は、情報技術を活用し、質が高く分かりやすい科学技術コンテン

ツを制作し、インターネット等により発信する。 

 機構は、今年度より新たに児童・生徒向けの科学ウェブサイトを外部

有識者の協力を得て試行的に構築し、情報を発信する。 

ロ．機構は、コンテンツの制作テーマについて、国民の科学技術への理解

増進に資するという視点から優れたものを外部有識者・専門家の参画に

よる事前評価を経て選考する。 

ハ．機構は、サービスの利用を促進するため、効果的にその普及を図る。 

 

ⅱ．評価と評価結果の反映・活用 

イ．機構は、モニター調査により、制作したコンテンツについて、知識教

養が深まるか、わかりやすいか等を調査し、外部有識者・専門家により

コンテンツの適正さを評価するとともに、科学技術コンテンツの利用件

数を調査し、中期計画の目標値と比較を行い、必要に応じて結果をその

後の運営に反映させる。 

 

ⅲ．成果の公表・発信 

イ．機構は制作したコンテンツを、インターネット等を通じて分かりやす

 44



く社会に向けて情報発信する。 

 

（３）日本科学未来館の整備・運営 

ⅰ．日本科学未来館の整備・運営 

イ．機構は、国が政策として推進する研究分野を中心に、国内外の先端科

学技術の動向を把握し、研究者・技術者の監修や参画により展示（常設

展・企画展）を開発し、研究者・技術者と一般社会との交流を図る企画

を実施することにより、先端の科学技術を分かりやすく発信する。 

ロ．機構は、館内外の人材を対象とし、来館者とのコミュニケーションを

直接体験できる現場を備えているという未来館の特徴を生かし、館内人

材に対しては実践と講座による人材育成システムを、館外人材に対して

は未来館科学コミュニケーター研修プログラムを実施する。 

ハ．機構は、未来館活動の情報発信ルートの多様化を図るため、学校と研

究者や科学館等との連携活動のコーディネート役として、国内科学館と

は全国科学館連携協議会の事務局として、海外科学館とは国際科学館会

議のメンバーとして情報発信を行なうと共に、今年度は ASPAC(Asia 

Pacific Network of Science & Technology Centres)年次総会でのホス

ト館として、各々連携を推進する。 

ニ．機構は、季節、曜日等により、未来館の開館日・開館時間を柔軟に変

更するとともに、来館者本位の施設環境を整え、機能的で、特に身体障

害者、高齢者を配慮した施設となるよう改善・改修等を検討し、実施す

る。 

 

ⅱ．評価と評価結果の反映・活用 

イ．機構は、来館者の科学技術に対する興味・関心の向上にむけて、運営

の充実を図り、来館者からのアンケートや外部有識者の意見を参考に、

その効果を確認する。 

ロ．機構は、未来館の来館者数・ボランティア活動時間・メディア取材件

数について、中期計画の目標値との比較検証を行い、必要に応じて結果

を事業の運営に反映させる。 

 

６．その他行政等のために必要な業務 

（１）関係行政機関からの受託等による事業の推進 

わが国の科学技術の振興に貢献するため、関係行政機関からの受託等につ

いて、その事業目的の達成に資するよう、機構の持つ専門的能力を活用し実

施する。 
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Ⅱ業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１．組織の編成及び運営 

イ．理事長が各事業担当へのヒアリング等を通じて進捗状況を把握し、計

画達成のために一定割合で留保した予算を追加配布するシステムを運

営するとともに、効果的な組織編成を行い、業務の効率化を推進する。 

 

２．事業費及び一般管理費の効率化 

イ．一般管理費（人件費を含み、公租公課を除く。）については、効率化計

画を定め、中期計画で定められた削減率の達成を目指す。また、業務全

般については、ロ．以下の項目の取組みにより効率化を行う。競争的資

金についても、研究課題の適切な評価、制度の不断の見直しを行うとと

もに、事務経費の効率化を図り、業務の効率化に努める。また、文献情

報提供業務についても、効率的な業務運営に努める。 

ロ．日本科学未来館については、業務の効率化のための具体的な方策や自

己収入の拡大方策等を盛り込んだプログラムについて年度当初に策定

する。また、前年度に実施した総合評価落札方式に基づく業務委託につ

いて実施状況の確認を随時行い、決算終了後、委託内容や委託先の妥当

性等について検証・公表する。 

ハ．外国人研究者宿舎については、前年度に実施した総合評価落札方式に

基づく業務委託について実施状況の確認を随時行い、委託内容や委託先

の妥当性等について検証する。 

ニ．機構の保有するホール、会議室等について各種調査を行うとともに、

所要の規程の整備等を行い、一般利用への有償貸し出しを含め積極的に

活用する。 

ホ．外部の専門的な能力を活用することにより高品質のサービスが低コス

トで入手できるものについてアウトソーシングを積極的に活用し、事務

を効率化、合理化する。 

ヘ．500 万円以上の調達案件については原則一般競争によるものとし、やむ

を得ない場合であっても極力企画競争とし競争原理を働かせるものと

する。ただし、公募による委託研究契約については、外部有識者の評価

を得ているため除く。なお、企画競争を含め随意契約による場合は、透

明性を高めるため、その理由等をホームページ等で公表する。 

 

３．人件費の抑制 

イ．国家公務員の給与水準との差について縮減に努め、常勤の役職員に係
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る人件費（退職手当、福利厚生費、競争的研究資金により雇用される任

期付職員に係る人件費を除く。）については、平成 23 年度において、平

成 17 年度と比較し、６％以上の削減を行う。（ただし、今後の人事院勧

告を踏まえた給与改定分については削減対象より除く。） 

 そのため今年度については、常勤職員（任期に定めのない職員）の人

件費削減について、以下の措置を労使間で協議し実行可能なものから順

次実施する。 

① 本給表の水準を全体として平均 4.8％引下げ 

② 職員の勤務成績が適切に反映される新人事制度を引き続き運用し、昇

給及び期末手当に適切に反映 

③ 役職手当等の手当制度の見直し 

 

４．業務・システムの最適化による業務の効率化 

イ．業務・システムの最適化計画の推進、調達についての精査、人材のス

キルアップ研修を推進するために情報化統括責任者（CIO）を補佐する

体制を確立する。 

ロ．CIO の方針のもとで、国の行政機関の取り組みに準じて平成 18 年度に

策定した最適化方針に基づき関連業務を含めた最適化計画を策定し、最

適化を推進する。他の業務・システムについても順次最適化計画の策定

を推進する。 

ハ．各部室の業務プロセスの見直し及び IT を活用した業務の合理化につい

ては、CIO の方針のもとで、調査し計画を策定する。 

ニ．競争的研究資金に係る電子公募については、文部科学省が開発してい

る府省共通研究管理システムの進捗状況を踏まえ円滑な移行を進める

とともに、その他の事業については引き続き電子公募システムの活用を

推進する。また、費用対効果に留意しつつ、電子決裁システムを含むグ

ループウェアの利便性を向上させるとともに内部事務処理の迅速化、ペ

ーパーレス化を推進する。 

 

Ⅲ予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

別紙参照 

 

Ⅳ短期借入金の限度額 

短期借入金の限度額は259億円とする。短期借入が想定される事態としては、

運営費交付金等の受け入れに遅延が生じた場合である。 
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Ⅴ重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

重要な財産を譲渡、処分する計画はない。 

 

Ⅵ剰余金の使途 

機構の実施する業務の充実、所有施設の改修、職員教育・福利厚生の充実、

業務の情報化、広報の充実に充てる。 

  

Ⅶその他主務省令で定める業務運営に関する事項 

１．施設及び設備に関する計画 

施設・設備に関する計画はない。 

 

２．人事に関する計画 

（１）方針 

イ．競争的研究資金による事業を有効に実施するため、研究経験を有する

者をプログラムディレクター、プログラムオフィサー等に積極的に登用

する。新たにプログラムオフィサーを配置するにあたっては、専門知識

や研究経験を有し、高度な専門知識に基づく判断ができるとともに、研

究開発の動向を把握し、広い人的ネットワークを有している者を積極的

に登用する。 

ロ．職員の業績評価を年間２回（半年毎）並びに発揮能力評価を年間１回

実施する。業績評価では、あらかじめ業務目標を設定し、その達成状況

に基づき評価を行い、発揮能力評価では、職員の役職に応じて設定され

た行動項目に基づく評価を行い、その評価結果については、給与、人事

配置に活用する。 

ハ．採用時研修、階層別研修等、業務の円滑な遂行に向けたプログラム、

通信教育、語学研修等、自己啓発や能力開発のためのプログラム、プロ

グラムオフィサー（PO）を育成するプログラム等の年間研修計画を策定

し、計画に基づき、職員に研修プログラムを提供する。 

  

（２）人件費に係る指標 

（参考１） 

「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」

（平成 18 年法律第 47 号）において削減対象とされた人件費に係る平成 19

年度中の人件費総額見込み 6,056 百万円 

（参考２） 

競争的研究資金により雇用される任期付職員に係る平成 19 年度中の人件
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費総額見込み 10,541 百万円 

ただし、この額は今後の競争的研究資金の獲得の状況により増減があり得

る。 

 

３．中期目標期間を超える債務負担 

イ．中期目標期間を超える債務負担については、研究開発委託契約におい

て当該契約の期間が中期目標期間を超える場合で、当該債務負担行為の

必要性及び資金計画への影響を勘案し合理的と判断されるものについ

て行う。 

 

４．積立金の使途 

イ．前期中期目標期間中の繰越積立金は、前期中期目標期間中に自己収入

財源で取得し、当期へ繰り越した有形固定資産の減価償却等に要する費

用に充当する。 
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（別紙） 
Ⅲ．予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 
 
１．予算 
平成１９年４月～平成２０年３月 予算 
 
（総計） 

区別 金額（単位：百万円） 
収入 
 運営費交付金 
 政府その他出資金等 
 業務収入 
 その他の収入 
繰越金 
 受託収入 
  計 

１０３，４６３

４３０

８，２７７

３１７

４３

４０５

１１２，９３５

支出 
 一般管理費 
 （公租公課を除いた一般管理費） 
  うち人件費（管理系） 
  うち物件費（公租公課を除く） 
  うち公租公課 
 事業費 
  新技術創出研究関係経費 
  企業化開発関係経費 
  科学技術情報流通関係経費 
   うち一般勘定 
   うち文献情報提供勘定 
  研究開発交流支援関係経費 
  科学技術理解増進関係経費 
  人件費（業務系） 
 受託経費 
  計 

３，７４１

３，０３１

１，４８３

１，５４８

７１０

１０８，７８９

５７，５１４

２３，０２６

１１，１７３

６，０９５

５，０７８

３，７７８

９，６１１

３，６８６

４０５

１１２，９３５

 
[人件費の見積もり] 
期間中、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成
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18年法律第 47号）に示された方針に基づき、平成 17年度実績を元に試算した削減対
象人件費は、総額６，０５６百万円。また、期間中、競争的資金により雇用される任期

付職員に係る人件費は、総額１０，５４１百万円。ただし、この金額は今後の競争的資

金の獲得の状況により増減があり得る。 
 
［注釈］各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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（一般勘定） 
区別 金額（単位：百万円） 

収入 
 運営費交付金 
 業務収入 
 その他の収入 
 受託収入 
  計 

１０３，４６３

３，１８４

５３

４０５

１０７，１０５

支出 
 一般管理費 
 （公租公課を除いた一般管理費） 
  うち人件費（管理系） 
  うち物件費（公租公課を除く） 
  うち公租公課 
 事業費 
  新技術創出研究関係経費 
  企業化開発関係経費 
  科学技術情報流通関係経費 
  研究開発交流支援関係経費 
  科学技術理解増進関係経費 
  人件費（業務系） 
 受託経費 
  計 

３，５７０

２，８９０

１，４８３

１，４０７

６８０

１０３，１２９

５７，５１４

２３，０２６

６，０９５

３，７７８

９，６１１

３，１０４

４０５

１０７，１０５

 
[人件費の見積もり] 
期間中、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成

18年法律第 47号）に示された方針に基づき、平成 17年度実績を元に試算した削減対
象人件費は、総額５，５４８百万円。また、期間中、競争的資金により雇用される任期

付職員に係る人件費は、総額１０，５４１百万円。ただし、この金額は今後の競争的資

金の獲得の状況により増減があり得る。 
 
 [注釈]各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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（文献情報提供勘定） 
区別 金額（単位：百万円） 

収入 
 政府その他出資金等 
 業務収入 
 その他の収入 
繰越金 
  計 

４３０

５，０９３

２６４

４３

５，８３０

支出 
 一般管理費 
 （公租公課を除いた一般管理費） 
  うち物件費（公租公課を除く） 
  うち公租公課 
 事業費 
  科学技術情報流通関係経費 
  人件費（業務系） 
  計 

１７１

１４１

１４１

３０

５，６５９

５，０７８

５８２

５，８３０

 
[人件費の見積もり] 
期間中、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成

18年法律第 47号）に示された方針に基づき、平成 17年度実績を元に試算した削減対
象人件費は、総額５０７百万円。 

 
[注釈]各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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２．収支計画 
平成１９年４月～平成２０年３月 収支計画 
（総計） 

区別 金額（単位：百万円） 
費用の部 
 経常費用 
  一般管理費 
   人件費（管理系） 
   物件費（公租公課を除く） 
   公租公課 
  事業費 
   新技術創出研究関係経費 
   企業化開発関係経費 
   科学技術情報流通関係経費 
   研究開発交流支援関係経費 
   科学技術理解増進関係経費 
   人件費（業務系） 
  受託経費 
  減価償却費 
 財務費用 
 臨時損失 

１０１，０５７

１００，６６８

３，４５１

１，４８３

１，２５８

７１０

８４，０１９

４４，７６８

１３，９６２

９，３４４

３，１９２

９，０６８

３，６８６

４０５

１２，７９３

６

３８２

収益の部 
 運営費交付金収益 
 業務収入 
 その他の収入 
 受託収入 
 資産見返運営費交付金戻入 
 資産見返施設費戻入 
 資産見返補助金等戻入 
 資産見返寄付金等戻入 
 臨時利益 
純損失 
前中期目標期間繰越積立金取崩額 
目的積立金取崩額 
総損失 

１００，１４３

８２，６７０

５，８１０

３６５

４０５

１０，７２７

３

１１６

２３

２４

９１３

１

０

９１３

[注釈]各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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（一般勘定） 
区別 金額（単位：百万円） 

費用の部 
 経常費用 
  一般管理費 
   人件費（管理系） 
   物件費（公租公課を除く） 
   公租公課 
  事業費 
   新技術創出研究関係経費 
   企業化開発関係経費 
   科学技術情報流通関係経費 
   研究開発交流支援関係経費 
   科学技術理解増進関係経費 
   人件費（業務系） 
  受託経費 
  減価償却費 
 財務費用 
 臨時損失 

９４，７１５

９４，３２７

３，２８０

１，４８３

１，１１７

６８０

８０，０７５

４４，７６８

１３，９６２

５，９８１

３，１９２

９，０６８

３，１０４

４０５

１０，５６７

６

３８２

収益の部 
 運営費交付金収益 
 業務収入 
 その他の収入 
 受託収入 
 資産見返運営費交付金戻入 
 資産見返施設費戻入 
 資産見返補助金等戻入 
 資産見返寄付金等戻入 
 臨時利益 
純利益 
前中期目標期間繰越積立金取崩額 
目的積立金取崩額 
総利益 

９４，７５５

８２，６７０

７１７

７０

４０５

１０，７２７

３

１１６

２３

２４

４０

１

０

４１

 
[注釈]各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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（文献情報提供勘定） 
区別 金額（単位：百万円） 

費用の部 
 経常費用 
  一般管理費 
   物件費（公租公課を除く） 
   公租公課 
  事業費 
   科学技術情報流通関係経費 
   人件費（業務系） 
  受託経費 
  減価償却費 
 財務費用 
 臨時損失 

６，３４１

６，３４１

１７１

１４１

３０

３，９４４

３，３６３

５８２

０

２，２２６

０

０

収益の部 
 業務収入 
 その他の収入 
 受託収入 
 臨時利益 
純損失 
目的積立金取崩額 
総損失 

５，３８８

５，０９３

２９５

０

０

９５３

０

９５３

 
[注釈１]文献情報提供事業については、平成２１年度までに単年度黒字化を達成し、継続的

に収益性を改善する。 
 
[注釈２]各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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３．資金計画 
平成１９年４月～平成２０年３月 資金計画 
 
（総計） 

区別 金額（単位：百万円） 
資金支出 
 業務活動による支出 
 投資活動による支出 
 財務活動による支出 
 翌年度への繰越金 

１２１，２８８

９５，２２０

２０，５６３

８９

５，４１６

資金収入 
 業務活動による収入 
  運営費交付金による収入 
  業務収入 
  その他の収入 
  受託収入 
 投資活動による収入 
 財務活動による収入 
 前年度よりの繰越金 

１２１，２８８

１１２，４８８

１０３，４６３

８，２７７

３４７

４０２

１，６９１

４００

６，７０９

 
[注釈]各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
 

 57



（一般勘定） 
区別 金額（単位：百万円） 

資金支出 
 業務活動による支出 
 投資活動による支出 
 財務活動による支出 
 翌年度への繰越金 

１１３，６６６

９０，７６０

１７，５２３

８１

５，３０３

資金収入 
 業務活動による収入 
  運営費交付金による収入 
  業務収入 
  その他の収入 
  受託収入 
 投資活動による収入 
 財務活動による収入 
 前年度よりの繰越金 

１１３，６６６

１０７，１０１

１０３，４６３

３，１８４

５３

４０２

０

０

６，５６６

 
[注釈]各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
 
（文献情報提供勘定） 

区別 金額（単位：百万円） 
資金支出 
 業務活動による支出 
 投資活動による支出 
 財務活動による支出 
 翌年度への繰越金 

７，６２２

４，４６０

３，０４１

８

１１３

資金収入 
 業務活動による収入 
  業務収入 
  その他の収入 
  受託収入 
 投資活動による収入 
 財務活動による収入 
 前年度よりの繰越金 

７，６２２

５，３８７

５，０９３

２９４

０

１，６９１

４００

１４４

 
[注釈]各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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